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九
七
五
年
イ
ン
ド
非
常
事
態
の
検
討

(一)

日

次

一
は
じ
め
に

二

背

景

三
非
常
事
態
の
発
動
戸
以
上
本
号
)

四
非
常
事
態
の
展
開

五
お
わ
り
に

は
じ
め
に

一
九
七
五
年
に
憲
法
の
「
二
五
年
祭
」
を
迎
え
た
イ
ン
ド
は
、
奇
妙
な
方
法

で
そ
れ
を
祝
福
し
た
。
六
月
一
二
一
」
六
ハ
臼
未
明
イ
ン
デ
イ
ラ
.
方
ン
デ
イ
(QHロE
ι
E

。ωsロι昏rE-む
)
首
相
は
、
国
内
治
安
維
持
法

(ζ
巳呂同

(

2

V

 

円江号-広骨々
句〉口

a件
)
可
、
イ
ン
ド
防
衛
法
.
向
令

(
U
刊え『

g口8
。oえ『

Hrロ門仏岳凶出-宮印〉円
a昨デ.同河μ
口己

}r巾凹乙〉

に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
て
い
た
権
限
を
発
動
し
て
、
数
百
名
以
上
の
野
党
指
導

者
を
逮
捕
し
た
。
同
日
午
前
七
時
ア
l
メ
ッ
ド

(3rFEE-ロ
〉
ロ
〉

rsE)

稲

正

樹

大
統
領
は
憲
法
三
五
一
一
紀
に
基
づ
い
て
、
内
乱
を
理
由
、
と
し
た
国
家
非
常
事

態
宣
言
を
布
告
し
た
。
こ
の
日
を
境
に
し
て
、
世
界
最
大
の
民
主
主
義
を
誇

っ
て
い
た
イ
ン
ド
は
、
「
擬
似
民
主
制
」
へ
と
転
換
を
と
げ
た
。

ν
ジ

1
ム

非
常
事
態
か
ら
二
年
を
経
た
現
在
、
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
の
体
制
は

六
億
の
国
民
の
選
択
の
前
に
崩
壊
し
た
。
彼
女
の
宿
敵
モ
ラ
ル
ジ
・
デ
サ
イ

ジ
ヤ
ナ
タ

(玄
O
同日』
F
U
E弘
)
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
人
民
党
の
支
配
下
に
、
イ
ン
ド
は

新
し
い
政
治
過
程
の
道
を
た
ど
り
始
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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料

本
稿
で
は
、
ま
ず
こ
の
二
年
来
イ
ン
ド
内
外
で
公
表
さ
れ
て
き
た
文
献
に

依
拠
し
て
、
非
常
事
態
の
布
告
に
至
っ
た
直
接
的
・
間
接
的
背
景
か
…
検
討
す

る
。
ネ
ル

l
、
シ
ヤ
ス
ト
リ
時
代
今
通
じ
て
機
能
し
て
い
た
イ
ン
ド
国
民
会

議
派

(
E
5
Z目立
O
ロ
と
の

g岡
町
何
回
出
〉
に
よ
る
支
配
の
制
度

r、
既
に
ガ

資

ン
デ
ィ
(
以
下
こ
う
略
す
る
)
の
一

O
年
近
く
に
及
ぶ
執
政
下
で
中
央
集
権

化
さ
れ
、
個
人
化
さ
れ
た
も
の
に
変
容
し
て
い
た
が
、
こ
の
新
し
い
体
制
は

皮
肉
に
も
脆
弱
性
か
ら
免
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
一
九

七
四
年
初
頭
か
ら
始
ま
っ
た
ジ
ャ
ヤ
プ
ラ
カ
l
シ
ュ
・
ナ
ラ
ヤ
ン
(
』
ミ
名
B
l

宮臼
F
Z
R
S
dロ
」
の
指
導
す
る
「
J

P
運
動
」
、
一
九
七
五
年
に
お
こ
な
わ
れ

た
グ
ジ
ャ
ラ
l
ト
州
議
会
選
挙
、
二
つ
の
選
挙
違
反
判
決
は
、
カ
ン
デ
ィ
に

決
定
的
な
打
撃
を
加
え
た
。

こ
れ
に
対
す
る
ガ
ン
デ
ィ
の
迅
速
な
反
撃

l
l非
常
事
態
の
発
動
を
、
初

期
の
強
硬
措
置
の
実
態
を
中
心
に
、
次
に
検
討
す
る
。
当
初
「
設
の
非
常
事

態
な
の
か
?
|
|
イ
ン
ド
の
か
イ
ン
デ
ィ
ラ
の
か
」
と
厳
し
い
怖
愉
を
受
け

た
も
の
が
、
一
九
七
五
!
七
六
年
の
そ
の
後
の
展
開
の
中
で
様
々
な
法
的
、

政
治
的
、
社
会
的
、
経
済
的
事
象
を
生
み
だ
し
、
外
見
上
は
礁
周
た
る
も
の

に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
第
三
に
明
ら
か
に
す
べ
き
主
題
で
あ
る
。

最
後
に
、
「
規
律
と
秩
序
」
を
強
調
し
た
ガ
ソ
デ
ィ
の
非
常
事
態
体
制
が
、

「
独
裁
か
民
主
主
義
か
」
を
標
携
し
た
野
党
統
一
戦
線
の
前
に
打
倒
さ
れ
た

第
六
次
総
選
挙
前
後
の
事
情
の
一
端
を
述
べ
よ
う
。
「
独
裁
は
食
悶
と
戦
う
た

め
に
は
必
要
で
な
い
。
独
裁
は
民
衆
に
強
さ
を
与
え
な
い
」
(
一
九
六
九
年
)

と
述
べ
て
い
た
ガ

γ
デ
ィ
が
、
「
私
は
民
主
主
義
を
愛
す
る
。
し
か
し
国
家
の

(
8
)
 

生
存
と
い
う
も
の
を
一
一
層
愛
す
る
」
(
一
九
七
六
年
)
と
述
べ
た
時
、
二
一
カ

月
に
及
ぶ
非
常
事
態
の
崩
壊
は
間
近
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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(
1
)
閉
山
己
三
次
G
丹
『
白
吋
H
W
E
H
W

ロ仏

C
『

mw
口

何

百

¥w'psh苦
H
W
J

口
D
-
-
U吋

(』
ωロ
・
一
回
吋
町
一
)
唱
匂

N
N
・

(

2

)

一
九
七
一
年
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
を
め
ぐ
る
対
パ
キ
ス
タ
ン
戦
争

の
際
制
定
さ
れ
た
。

(
3
)

「
大
統
領
は
:
・
・
:
内
乱
に
よ
り
、
イ
ン
ド
又
は
そ
の
領
域
の
い
ず

れ
か
の
部
分
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
る
軍
大
な
非
常
事
態
が
存
在
す
る

と
認
め
る
時
は
、
布
告
で
そ
の
旨
の
宣
言
合
発
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
(
一
二
五
二
条
一
項
て

(
4
)
Z
E々
の
出
号
?
二
三
B
L
R
Z
Cロ
~
二
口
出
ミ
丹
念
仏

-
Y
L『お
b
T
Q

C
Q
E
S
P
H
E
t
G
H
A
弘、。
N
N
H
R
島
町
旬
、
己
目
吉
見
向
島
、
、
、
お
な
四
九
w

Fz-今
♂

(
U
c
-
D
H
邑
c
w

宅
2
Z
2
p
g
p
一ug-
℃
・
-
-

(
5
)

イ
ン
ド
の
政
治
学
者
コ
タ
リ
は
、
独
立
後
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
機

シ
ス
一
プ
ム

能
し
た
体
制
を
、
会
議
派
「
制
度
」
と
名
づ
け
た
。
即
ち
独
立
運
動

を
指
導
し
て
き
た
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
は
、
独
立
後
も
一
貫
し
て
中

央
・
州
の
両
方
に
ま
た
が
る
与
党
と
し
て
執
行
・
立
法
権
を
保
持
し

ユ
セ
ン
サ
ス

て
き
た
。
会
議
派
は
同
民
的
合
意
に
基
づ
く
大
政
党
で
あ
り
、
そ
の

周
辺
に
は
支
配
政
党
内
部
の
諸
派
閥
に
組
み
こ
ま
れ
た
形
で
、
群
小

政
党
が
作
用
し
た
。
こ
れ
ら
小
政
党
の
役
割
は
圧
力
・
批
判
・
諮
交

で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
リ
ー
ダ
ー
は
会
議
派
内
部
の
派
閥
の
領
袖
と

緊
密
な
関
係
が
一
発
達
さ
せ
た
。
一
力
会
議
派
内
の
派
閥
主
義
(
P
?



付

色。
E
-
U
B
)
も
、
本
来
的
な
調
整
装
置
か
一
備
え

γ
い
た
。
こ
の
よ
う

な
制
度
ば
、
種
々
の
欠
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
合
意
的
権
能
を
基
礎

に
し
た
支
配
を
行
う
こ
と
を
、
会
議
派
に
と
っ
て
可
能
な
も
の
と
し

た。

ω
2・
M
N
3
D
F

問
。
同
}
伝
子

E
(
U
C
口問『ゆ毘

ωuE件。ョ

Z
Hコ内山
F
p
s

kca=~叫位
、

2
H
L〈
二
N
S
2・
呂
田
ム
)

w

官官

e-ー
ー
お

u
a
寸
『
ぬ

の
D
口開門同町田

ω叱回同巾口
d
H
N
虫
、
佐
】
な
ιυ
〉

0
2河
口
口
芯

-mo〈
高
司
¥
恒
久
山
に
お
滋

'
P
3ミ
-
M
H
〈
二

N
S
o
n
-旧
三
)
・
喜
一
口
ω印
1
l
-
D
E

こ
の
点
に

つ
き

U
P足
。
一
戸
。
E
Z
P
ま旬。

}-zs-ζCE--Naz口
百
円
E
M
m
w

H
・
口
百
四
J
H
ω

仲
間
》
日
々

ωJ『切
H
m
H
H
d
-
3
h
=
B
w
ω

め
ど
司
、
ぜ
ハ
ア

M
ぐ

同

日

田

3
3・一
ug)・
宅
-
∞
2
1
1∞
吋
∞
・
も
詳
し
い
。

(
6
)

黒

田

忌

GEm-』
S
F
E者
宮
路
開
口
百
問
。
ロ
口
町
l
r
ι
E
J
2

同

=ι5・m可
ヨ
叫

4
E
g
vミ
ミ
叶
え
晶
-
y
w
V内
〉
円
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円

(
Z
2・
-
U吋
印

)
w

宅
-

b
印

-ll品
目
-
-

ハ
7
)
T
Z
2
5毛
色
「
可
欠

E
佐
野
・

0
2・
m
L
U
E
J
F
M
Eめ
り
込

5
E
R
へω

ωぬ
同
町
内
山
門

ω2mw丹
・

(
8
)
a
O勺
同
国
己
妥
当
回
目
ロ
O
件
。
宮
口
問
え

kJE官
庁
・

ωと、
m
F
5
0

百三件。
H
v
p
b
s
h内
N
e
h
-
U
2
・
ω
・

-ug・

1975年インド非常事態の検討

背

景

会
議
派
制
度
の
変
容

一
九
七
一
年
の
ロ
ク
・
サ
パ
(
連
邦
下
院
)
選
挙
と
一
九
七
二
年
の
州
議

会
選
挙
は
、
中
央
と
州
に
お
け
る
会
議
派
支
配
の
復
活
、
強
力
な
中
央
の
指

導
力
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
一
貫
し
た
党
を
出
現
さ
せ
た
。
表
面
的
に
は
、

こ
の
ニ
一
口
金
吋
旬
長
。
ロ
〈
伶
u
u

と
呼
ば
れ
た
現
象
は
、
ネ
ル

1
時
代
の
一
党
支
配

類
型
の
再
現
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
つ
た
。
し
か
し
子
細
に
鋭
察
す
れ
ば
、
ネ

ル
l
時
代
と
異
な
り
、
よ
り
尚
度
に
中
央
集
権
化
・
個
人
化
さ
れ
て
い
る

が
、
制
度
化
は
弱
め
ら
れ
て
い
る
新
し
い
政
治
渦
程
が
生
ま
れ
て
い
で
そ

し
て
そ
の
形
成
は
、
会
議
派
党
内
の
統
制
、
政
府
・
国
会
議
員
団
の
統
制
と

い
う
こ
つ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
進
行
し
て
い
た
。

)
 
1
 
(
 
党
レ
ベ
ル
の
統
制

第
一
に
会
議
派
総
裁

(
P
2号
え

ch
子
m
h
g向
吋
句
協
)
と
首
相
の
関
係

が
あ
る
。
一
九
六
九
年
一
一
月
に
会
議
派
が
大
分
裂
す
る
以
前
に
は
、
首
相

は
強
力
な
総
裁
た
ち
(
同
・
町
ハ
ω
ヨ
民
国
γ
ω
・
ZH]包
}
】
ロ
官
官
官
凶
)
の
抵
抗
を
受
け
、

大
き
な
制
約
を
経
験
し
て
い
た
。
し
か
し
一
九
七
一
年
の
総
選
挙
で
勝
利
し

た
後
、
ガ
ン
デ
ィ
が
サ
ン
ジ
ヴ
ァ
イ
ヤ

(
0
・
V
ロ
ヒ
〈
白
石
ω)
を
総
裁
に
任
命

す
る
と
、
両
者
の
関
係
は
好
転
し
た
。
こ
の
年
以
来
総
裁
に
は
、
首
相
に
対

す
る
個
人
的
な
忠
誠
心
は
持
っ
て
い
る
が
、
独
立
し
た
政
治
的
基
盤
に
は
不

〈

2
v

足
し
て
い
る
人
物
が
、
選
出
さ
れ
て
い
る
。

北法28(2・121)371

第
二
に
は
運
常
委
員
会
(
巧
2
Eロ
向
。
。
ョ
ヨ
2
2
)
の
問
題
が
あ
る
。
運

営
委
員
会
は
綱
領
土
、
党
組
織
の
最
高
執
行
機
関
で
あ
っ
て
、
党
の
全
て
の

下
位
の
委
員
会
を
取
叔

7
命
令
し
、
統
制
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
。
ま
た

党
規
律
の
違
反
者
に
制
裁
を
加
え
、
党
の
利
益
に
適
介
す
る
と
委
員
会
が
み



料

《

3
v

な
す
全
て
の
行
為
を
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
運
営
委
員
会
は
、
会
議
派
分
裂
後
に
そ
の
権
限
を
強
め
て
、
い
く
つ

資

か
の
州
で
州
会
議
派
委
員
会

(
P邑
g
r
η
g
m
H何
回
目

(UGHH】
H
2
2
0
2
)
を
解

散
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
長
を
自
ら
指
名
し
た
り
、
ガ
ン
デ
ィ
が
自
ら
直
接

に
選
出
し
た
特
別
委
員
会
(
邑

r
R
S
S
E
-同
丹

2
C
を
樹
立
し
て
い
る
。
州

以
下
の
地
区
で
も
同
じ
よ
う
な
事
態
が
進
行
し
て
、
運
常
委
民
会
の
地
方
に

(

4

V

 

対
す
る
干
渉
主
義
的
性
格
が
露
わ
と
た
っ
て
き
た
。

第
三
に
議
会
局
古
主

E
g
g
g
q
∞
omえ
)
と
中
央
選
挙
委
員
会

(
C己
l

s-
巴巾円
t
g
n
0
5
5
5
2
)
の
変
化
が
あ
る
。
前
者
は
従
来
も
、
州
会
議

派
議
員
団
の
活
動
を
欧
視
す
る
働
き
を
し
て
い
た
。
し
か
し
議
会
局
は
ガ
ン

デ
ィ
の
指
導
下
に
漸
次
、
会
議
派
支
配
州
で
の
州
首
相
の
指
名
と
強
制
的
な

(
5
v
 

解
任
、
州
内
閣
の
構
成
の
決
定
に
、
力
を
振
う
よ
う
に
な
っ
た
。
後
者
は
選

挙
時
に
お
け
る
会
議
派
公
認
候
補
者
の
選
抜
に
、
最
終
的
決
定
権
を
有
す
る

党
機
関
で
あ
る
が
、
そ
の
役
割
は
独
立
以
降
強
力
な
州
リ
ー
ダ
ー
に
直
面
し

て
、
侵
食
さ
れ
る
一
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
候
補
者
選
政
過
程
の
地
方

〈

6
)

分
権
化
も
、
一
九
七
二
年
の
時
点
か
ら
は
逆
転
し
て
、

C
E
C
は
ガ
ン
デ
ィ

の
指
導
下
に
復
権
し
た
。

(2) 

政
府
・
国
会
レ
ベ
ル
の
統
制

権
力
の
中
央
集
権
化
を
め
ざ
し
た
カ
ン
デ
ィ
の
努
力
は
、
大
統
領
・
中
央

内
閣
・
会
議
派
国
会
議
員
団

(
n
g
m
z
a
F弓
E
E岳
山
口
市
え
い
の
胃
》
〉

を
も
焦
点
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
ず
大
統
領
と
の
関
係
で
は
、
ギ
リ
(
〈
・

〈・

2
5
に
続
い
て
一
九
七
四
年
に
就
任
し
た
ア
1
メ
ッ
ド
大
統
領
は
、

ガ
ン
デ
ィ
の
忠
実
な
同
僚
で
あ
っ
て
彼
女
に
挑
戦
す
る
地
位
に
は
な
か
っ

(
7》

た
。
一
般
に
大
統
領
は
首
相
の
近
日
内
祝
さ
れ
て
い
る
。
次
に
対
内
閣
対
策
と

し
て
、
ガ
ン
デ
ィ
は
頻
繁
に
小
規
模
な
内
閣
改
造
を
実
施
し
、
チ
ャ
ヴ
ァ
ン

(

d

へ・∞・

(UZEと
や
ラ
1
ム
と
い
っ
た
上
級
大
医
た
ち
の
権
力
強
化
を
防
止

ハ
8
v

し
た
。
同
時
に
ガ
ン
デ
ィ
は
枢
軸
と
な
る
大
医
職
を
自
ら
保
持
し
、
首
相
秘

(
9
)
 

書
部
(
句
冨
¥
回

ω
。2
2
2
E
)
の
役
割
も
橋
大
さ
せ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
戦

術
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
閑
内
の
ガ
ン
デ
ィ
に
対
す
る
潜
在
的
な
挑

(
初
)

戦
者
た
ち
は
、
完
全
に
劣
位
な
地
位
に
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
後

に、

c
p
p
メ
ン
バ
ー
の
多
数
派
の
忠
誠
は
、
ガ
ン
ヂ
ィ
が
俗
図
と
し
て
保

持
し
て
い
た
。
一
九
七
一
、
七
二
年
の
選
挙
の
後
に
な
る
と
一
層
、
彼
ら
は

パ
ト
ロ
ネ
ツ
ジ

出
身
州
の
州
首
相
よ
り
は
、
中
央
政
府
の
首
相
に
愛
顧
を
求
め
て
依
存
す
る

ハ
H
M

よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
全
て
の
党
内
外
の
制
度
上
の
地
位
に
忠
実
で
伝

用
の
お
け
る
自
ら
の
支
持
者
を
配
置
す
る
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
、
ガ
ン
デ

〈

η
}

ィ
が
党
と
政
府
の
両
方
に
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
的
な
政
策
決
定
構
造
を
創
出
し
た

」
と
が
、
理
解
さ
れ
よ
う
。

北辺;28(2・122)372



(3) 

性

脆

5司

前
項
ま
で
に
見
た
、
ガ
ン
デ
ィ
首
相
の
指
導
力
強
化
は
壮
観
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
幾
分
か
の
機
能
不
全
を
伴
っ
て
い
た
。
一
九
七
一
年

の
対
パ
戦
争
の
莫
大
な
出
費
、
一
九
七
一
l
i
七
三
年
の
数
州
に
お
け
る
一
連

の
皐
魅
と
洪
水
、
国
際
的
伝
石
油
危
機
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
、
深
刻
な
失
業
と

い
っ
た
全
般
的
な
経
済
危
機
に
直
面
し
て
、
ガ
ン
デ
ィ
体
制
は
次
の
よ
う
な

脆
弱
性
を
示
し
た
。

①
頻
繁
な
内
閣
改
造
は
、
政
治
的
・
行
政
的
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の

た
め
各
閣
僚
が
、
国
家
の
直
面
す
る
経
済
危
機
に
対
処
す
る
こ
と
は
困
難
と

な
っ
た
。
①
州
は
中
央
へ
の
潜
在
的
脅
威
で
あ
る
と
見
な
し
て
取
扱
っ
た
た

め
に
、
弱
体
で
無
力
な
州
政
府
が
各
地
に
生
ま
れ
た
。
③
会
議
派
は
党
内
の

意
見
の
相
異
に
ま
す
ま
す
不
寛
容
に
な
り
、
威
圧
的
に
統
制
す
る
よ
う
に
な

シ
ス
テ
ム

っ
た
。
④
制
度
が
高
度
に
個
人
化
さ
れ
る
に
つ
れ
、
州
首
相
・
中
央
閣
僚
に

付1975年インド非常事態の検討

対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
腐
敗
の
非
難
が
、
容
易
に
首
相
自
身
に
対
し
て
転

化
さ
れ
た
。

一
九
七
一
年
選
挙
の
ガ
ン
デ
ィ
の
ス
ロ

i
カ
ン
「
貧
乏
追
放

h
a
E
)
」
は
、
実
施
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
空
f

子
形
と
な
り
、
統
治
の
正
当
性

は
誰
の
円
に
も
明
ら
か
に
衰
退
し
て
き
た
。
一
九
七
三
年
の
終
り
頃
に
は
、

(
C
Q
、‘
RFh

反
対
派
の
運
動
が
ど
の
場
所
で
ど
ん
な
形
態
で
起
こ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、

民
衆
の
間
で
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

(
1
)
印
宮
口
]
ミ
〉
・
同
ハ
2
7
2
。
r
・
2
7
白
目
。
ω
ロ
L
E
d
H
J唱
E
E
三
日
吋
「
。

Z
E
司
門
リ
o
=
同
円
。
出
¥
二
口
出
白
『
同
(
邑
)
w
H
E
去
、
b
c
a
E
g
h
・
h
H
再出
ha-

司司・回ωliU印・

(
2
)
H
F
ミ
ニ
司
・

8
・
こ
れ
に
よ
る
と
一
九
六
九
年
の
党
分
裂
以
後
五

人
の
総
裁
を
数
え
て
い
る
。
の
F
5
2
2
5
2
2
・
l
F
n
-
z
g
y

γ
包〈
S
E
E
S
2
・
-
u
g
!
宮
司
・
一
回
コ
〉
・
0
・
ω
2
7
ミ
2

2
白
血
?
-
u
コ
!
!
ζ
ミ
一
∞
吋
日
)
・
。
円
・
ω
Z
=
r
ミ
ロ
ミ
ω
-
ω
Z
『
ヨ
ω

ハ
Y
向
宅
一
回
吋
M
o
a
-
u
X
)
W
0
・
甲
山
-
F
H
O
B
Y
(
o
a
-
-
由工
l)・

ス
ブ
ラ
マ
ニ
ア
ム
は
分
裂
後
の
暫
定
総
裁
で
あ
っ
た
。
次
の
ラ
l
ム

総
裁
は
ア
1

ン
ド
ラ
州
首
相
レ
ツ
デ
ィ
(
穴
・
∞
z
r
5
2
2
r
p
i

ハ
庄
町
〉
の
阻
止
に
あ
っ
て
、
ガ
ン
デ
ィ
が
止
む
な
く
任
命
し
た
者
で

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
に
任
命
さ
れ
た
=
一
人
は
い
ず
れ
も
、
党
内

に
支
持
基
盤
を
持
っ
て
い
な
い
。
パ
ロ
l
ア
総
裁
に
至
る
と
首
相
に

対
す
る
忠
誠
心
の
余
り
、
A
E
E
Z
円

E
F
H
邑
広
F
H
E
町
へ
と

発
言
し
て
、
非
常
事
態
下
の
カ
ン
デ
ィ
の
神
格
化
に
貢
献
す
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
(
わ
υ
『
子
.
〉
E
ロ
ω
「
c
2
cユ命タ
.E吋}rz】耳伶{わUcロ目司】ωωω阿吋νJ《o2)肖吋ユ仲常巾
gロ己丹
?.V3 

'匂切偽

2吋

(
3
)
ω
同
宮
釦
口
己

}τ⑦3可
〉
阿
討
内
G
2門与}r戸ωgロ内伶尖叩砕rFw叫吋4
、F守V尽、【内U。滋ぷhh町、2ぬ
hロ』、ha剥ミし匂可。
L¥「
L同『ごz、芯E伺=ミR札ら凡法崎E令

H¥J吋吋、F言H誌偽

Nb)い、、主誌Q苦
R
句。
L¥「
。
詰
.
、
ぬ
ミ
υ、、

b
偽き吋

2
.
h
e
H
ν
ロ5
2
0
=
c
=
2
2
E
q
句
5
m
m
u
-
回
目
∞
.
官
-

N
二・

ハ
4
)
Z
E
一
Z
N
W
3
5
2
ι
ζ
0
7
2
F
m
]
一
山
}
】
白
『
B
P
E
、
ロ
5
2
p
r
ω
宮
古

〉ω
月
B
Z
v
・
開
r
n
E
C
D
m
C
『
]
口
L
E
~
・
入
山
2
Q
芯
句
史
、
e
m
w
-
Y
-
M
H
H
H
一
ω
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n 

ハ
V
向防】口一回吋
ω
〉・同
u

・
ω
Nム・

(
5
〉
何
回
B
E
r
g
u可
列
o
u
P
R
Hロ仏
E
-
U
吋
旧
日
明
2
2
5
5
帥「ゆ同リ
C
『同耳切
ω
¥切

入山之

g
h宮
、
語
、
-
M
H
H
H
H
M
(
F
r・
-U3).
宅

-
N
8
i
N
ω
m
.

(
6
)
Z
2
g田口

0
・
司
同
一

5
2
w
h
h
h
a芯
2

bミ
丸
、
と
た
民

E
N
U
S
?

向。、詩句、
N
H
H
J
吋
F
内
句
。
R
H
p
b
九
三
晶
詰
同
心
円
、
町
、
駒
内
E
H
・
0
2
-
g
g
-
Z
-

(

U

・・ロロ
r巾
C
E〈
R
m芹
可
可
耳
切
♂
一
∞
吋
印
・
℃
司
・
二
印
ム

N印・

(
7
)

こ
の
内
山
に
つ
き
戸

Z
・

3
E
F
吋
宮
、
・
ミ

¥
h
h
u
z
h
R
S
F

z
o
d
p
喝
。
乙
Z
-
ω
・
(U75ι
・
一
∞
三
・
が
詳
し
い
。

ハ
8
U
』

C
Y
E
E
M丹
D
ロ
(
包
-
Y
叫
4
t
E
B
H翁
句

苦

gぷ
て
宮
、
l
N凶

S
F

』ミ

m
l』U
ミ

.
F
O
E
S
-
、H，Z
ζ
R
E
F
-
Fロ

p
o
g
-
-
u
g・匂・

ωω
印
・
に
よ
れ
ば
、
七
五
年
の
時
点
で
カ
ン
デ
ィ
は
計
画
相
・
原
子
力

相
・
情
報
放
送
相
・
航
空
相
を
兼
任
し
て
い
た
。

(
9
)

首
相
秘
書
部
の
下
に
後
述
の
、
非
常
事
態
下
で
猛
威
を
ふ
る
っ
た

調
査
分
析
局

(
H
N
2
2
R
Y
〉
E
守
ω
佐
巧
宮
町
」
が
直
接
組
織
さ
れ
て

い
る
。
首
相
秘
書
部
は
シ
ヤ
ス
ト
リ
時
代
に
創
設
さ
れ
、
カ
ン
デ
ィ

に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
一
つ
の
「
独
立
し
た
執
行
力
」

と
な
り
、
内
務
省
に
か
わ
っ
て
上
級
行
政
官
の
任
命
・
刻
進
を
取
扱

う
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
ウ
ェ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
首
相
秘
書
部

は
イ
ン
ド
の
新
し
い
政
治
制
度
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
去
三

g

J

そ
巳
ロ

F
ニ
ロ
《
出
血

-mZ命
者

F
Z
E口

m-ra広三
5
2
¥
u
ω
g
-
r
主

宰
。
〉
ロ
ロ
ロ
乙
宮
内
広
吉
向
。

=Fm〉
自
S
E
E
S
C『
〉
宮
口

ω仲え
5
・

吋
D
H
D
ロぢ・

ζ
R
-
M口
、
一
回
吋
?
吉
弘
之

S
匂

R
3司、
.

U

ハ〈

H
H
U

(
ω
3
u
・
}
旧
三
山
)
岨
同
γ

∞山田・

資

戸
川
山
〉
剛
山
ユ
a
r
E
M
H凶Fω
巴
P
H
E凡守
a
A由
同
凶
守
句
、
令
、
F
句
。
ha
一
、
ミ
昔
、

ミ
吉
宮
崎
、

c
s
E子
H
4
2
JへC
円
F
P
2
m
F
-
U吋
P

3・
N

宏

l
l
M
O印
.

(
け
)
穴

cnrEmir-hhh』守、おロ
C
同
巾
一
-
℃
-
一
O
M
・

(門は

)
L
Sミ
J

宅
-
一
室
|
一
己
印
・

(
刊
日
)
月
と
三
次
♀

Epa--Nヨ
ぢ
ユ
コ
間
同
『
巾
可
czzg}
吋円
Dngm・3
句
、
、
と
l

言
、

J
5・
M
D
ω

〈
』
己
}
可
否
吋
町
)
噂
問
】
一
印
・
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
高
度
に

中
央
集
権
化
さ
れ
た
(
カ

γ
デ
ィ
の
)
権
力
装
置
に
お
い
て
、
⑦
会

議
派
を
含
め
た
政
党
の
役
割
は
次
第
に
減
少
し
、
②
州
・
地
灰
レ
ベ

ル
の
自
治
は
失
わ
れ
、
①
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
・
利
益
組
織
は
審
議

決
定
過
程
か
ら
漸
次
排
除
さ
れ
た
。
④
同
時
に
官
僚
機
構
と
数
人
の

政
治
ボ
ス
に
権
力
が
集
中
し
、
政
治
ボ
ス
は
ま
ず
ま
ず
人
民
と
の
絞

触
を
失
い
、
気
ま
ぐ
れ
で
無
感
覚
な
も
の
に
な
っ
た
。

(
川
門
〉
浜
渦
哲
雌
「
ガ
ン
ジ
ー
独
裁
へ
の
道
1

1
失
敗
し
た
民
主
主
義
的

方
法
に
よ
る
経
済
発
展
」
世
界
週
報
二
九
七
五
年
七
月
二
二
日
号
〉

一
六
|
二
三
頁
。

(
江
川
〉
貝
c
n
Eロ伶
}
T
E』守、品

=c件
。
ァ
同
】
匂
一
一
ω
l
二
ム

(
同
)
知
識
人
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
民
衆
も
ま
た
「
貧
之

追
放
」
が
決
し
て
実
現
す
る
こ
と
は
た
い
と
別
解
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
れ
は
シ
ョ
ウ
リ
l
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
生
産
手
段
の
所
有
者

と
労
働
者
・
良
民
の
「
中
間
」
に
存
在
し
、
官
僚
機
構
の
ト
ッ
プ
に

立
つ
政
治
の
支
配
層
が
、
生
産
手
段
の
所
有
者
と
被
所
有
者
の
双
方

に
お
も
ね
る
「
諸
刃
の
剣
」
を
使
い
分
け
な
が
ら
も
、
次
第
に
前
者

北{l;28(2・124)374



の
利
益
を
代
表
す
る
政
策
に
傾
い
た
か
ら
で
あ
り
、
公
約
と
そ
の
成

果
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
く
拡
大
す
る
の
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ

っ
た

o
p
g号
-
。
、
町
民
同
J

事
N

一la--2
・
伊
藤
雄
次
「
非
常
事

態
白
昼
一
一
一
口
と
議
会
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
・
現
代
議
会
政
治
(
一
九
七

七
年
六
月
〉
一
九
一
ー
一
九
二
頁
も
見
よ
。

(
げ
)
例
え
ば
一
九
七
四
年
一
月
マ
ハ
ラ
シ
ュ
ト
ラ
州
で
の
集
会
で
演
説

し
た
ガ
ン
デ
ィ
に
対
し
て
、
聴
衆
の
多
く
は
靴
を
投
げ
つ
け
ニ
う
唱

和
し
た
。
「
演
説
は
も
う
た
く
さ
ん
だ
、
我
々
に
食
料
を
よ
こ
せ

(
切
F
E
F
沿
道
連
ミ
札
。
・
、
ぬ
旬
、
耐
ぬ
潟
札
。
一
d

」
』
同
国
色
丹
丘
一
Z
N
ω
5
2

迄
吉
国
口
一
泊

H
E
r
T
R
H
C
Q
E同
ど
い
み
』
凶
S
旬
、
晶
、
F
U
J

円、
C
ロ
己
中

P
Z
ω
g
u
r

zω
ヨ一一昨
G
P
一
U
3・
3
・∞口吋
1
ω
口∞・

付

民
衆
の
蜂
起
と
運
動

一
九
七
四
年
初
頭
、
グ
ジ
ャ
ラ

l
ト
と
ピ
ハ

l
ル
の
両
州
に
お
い
て
相
前

後
し
て
、
ぷ
会
制
民
主
主
義
の
枠
組
自
体
を
問
題
と
し
た
民
衆
の
蜂
起
と
運

動
が
起
こ
つ
な
こ
れ
は
七
一
年
以
来
の
ガ
ン
デ
ィ
に
対
す
る
最
も
意
味
の

あ
る
挑
戦
で
あ
り
、
七
五
年
六
月
の
事
態
を
直
接
導
き
出
し
た
も
の
件
、
も
あ

っ
た
。

1975年イ γ ド非常事態の検討

)
 
l
 
(
 

内

2

J

グ
、
シ
ャ
ラ
l
ト

の
工
科
大
学
の
学
生
が
、

寄
宿
舎
の
食
費
値
上
り
に
抗
議
し
て
、
実
験
室
の
設
備
を
破
壊
し
た
。
同
月

一
九
七
四
年
一
月
一
日
モ
ル
ヴ
ィ

(玄
2
i
)

四
日
今
度
は
ア

l
メ
ダ
パ

l
ド
ハ
〉
r
E
a与
邑
)
の

L
D
工
科
大
学
の
学
生

が
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
突
入
し
て
同
様
な
破
壊
活
動
を
始
め
た
。
こ
れ
に
対
し

リ
ザ
ー
ブ
・
ポ
リ
ス

て
州
予
備
警
察
が
非
常
に
残
忍
な
干
渉
を
す
る
と
、
ア
!
メ
ダ
パ
l
ド
の
数

地
反
で
暴
動
と
商
庖
の
略
奪
が
起
こ
っ
た
。
次
の
数
日
間
に
、
州
内
の
ほ
と

【

q
d
】

ん
ど
全
て
の
地
方
で
、
デ
モ
と
そ
れ
に
対
す
る
筈
察
の
報
復
が
行
わ
れ
た
。

ア
ジ
テ

l
シ
ョ
ン
の
先
頭
に
立
っ
た
の
は
、
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
権

力
分
散
的
な
組
織
で
あ
る
、
再
建
の
た
め
の
青
年
委
員
会
(
弓

Q
S守
若
宮

司
旬
、
ぜ
主

'FN吉
川
町
崎
)
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
委
員
会
は
ま
ず
パ
テ
ル
州
首
相
と
州

内

4
v

内
閣
に
対
し
て
攻
撃
を
向
け
、
つ
い
に
は
二
月
九
日
に
中
央
政
府
の
指
令
に

基
づ
く
パ
テ
ル
の
辞
職
を
か
ち
と
っ
た
。
同
時
に
グ
ジ
ャ
ラ

l
ト
州
議
会
は

停
止
さ
れ
、
大
統
領
統
治
が
課
さ
れ
た
。

こ
の
「
人
民
の
勝
利
」
は
歓
呼
で
迎
え
ら
れ
、
次
の
段
階
と
し
て
州
議
会

と
ガ
ン
デ
ィ
自
身
が
、
政
撃
の
標
的
と
な
っ
た
。
州
議
会
議
員
た
ち
は
、
民

衆
の
リ
コ
ー
ル
戦
術
の
高
ま
り
の
中
で
、
議
員
の
辞
職
を
強
制
さ
れ
た
。
野

党
会
議
派
〈
{
U
C
口
四
百
出

(
O〉)、

ジ
ャ
ン
・
サ

γ
党
議
員
は
こ
れ
に
答
え
て

二
月
一
六
は
に
一
括
し
て
辞
表
を
提
出
し
た
が
、
辞
職
要
求
を
拒
否
し
た
与
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党
会
議
派
色
。
口
問
B
E
(阿
川
)
〉
議
員
は
敵
意
を
も
っ
た
選
挙
医
民
の
脅
迫
を

受
け
た
。
一
二
月
一
一
日
に
な
る
と
モ
ラ
ル
ジ
・
デ
サ
イ
が
、
州
議
会
の
解
散

を
要
求
し
て
無
期
限
の
断
食
を
開
始
し
た
。
中
央
政
府
は
、
全
て
の
警
察
と



束十

軍
に
よ
る
統
制
が
無
視
さ
れ
、
州
都
で
は
暴
力
が
鋸
鍬
を
極
め
て
い
る
と
の

報
告
を
受
け
て
降
伏
を
決
意
し
、
三
月
一
五
日
州
議
会
の
解
散
を
認
め
た
。

結
局
七
三
日
間
に
及
ん
だ
ア
ジ
テ
l
シ
ョ
ン
が
残
し
た
も
の
は
、
パ
テ
ル

t:ti 

内
閣
の
解
任
と
州
議
会
の
解
散
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
共
に
警
察
の
発
砲
に

よ
る
死
者
は
一

O
三
名
、
逮
捕
者
は
八
二
三
七
名
に
の
ぼ
っ
た
。
グ
ジ
ヤ
ラ

1

ト
に
お
け
る
民
衆
の
蜂
起
は
突
発
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
怒
り
の
沈
静
も

(
7
M
 

ま
た
速
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。

(2) 

J

-

、I
l
'レ

l
L

ノ
ー

l'〆

ビ
ハ

l
ル
の
ア
ジ
テ
l
シ
ョ
ン
は
、
グ
ジ
ャ
ラ

l
ト
の
よ
う
に
一
人
の
人

物
(
パ
テ
ル
)
と
同
一
視
さ
れ
た
腐
敗
に
対
し
て
の
、
民
衆
の
突
発
的
な
反

fz 

動
で
は
な
か
っ
た
。
政
治
的
不
安
定
を
生
み
だ
し
て
き
た
政
治
家
一
般
に
対

す
る
、
民
衆
の
敵
意
が
昂
揚
し
た
結
果
生
起
し
た
も
の
だ
っ
た
。

一
九
七
四
年
三
月
一
八
日
パ
ト
ナ
(
毘
ぎ
と
の
州
議
会
の
前
で
デ
モ
を

し
て
い
た
学
生
た
ち
に
、
警
察
が
発
他
し
二
名
が
殺
さ
れ
た
。
次
週
に
は
州

内
の
各
地
で
暴
動
が
起
き
、
発
砲
に
よ
る
死
者
は
二
五
名
以
上
と
な
っ
た
。

学
生
た
ち
は
そ
こ
で
マ
ハ
ト
マ
・
カ
ン
デ
ィ
の
精
神
的
後
航
者
と
見
な
さ
れ

〈
自
)

て
い
た
ジ
ャ
ヤ
プ
ラ
カ

l
シ
ュ
・
ナ
ラ
ヤ
ン
(
通
称
J
P
)
に
、
運
動
の
指

〈

叩

)

噂
を
求
め
た
。
ビ
ハ

1
ル
州
の
農
村
に
お
い
て
強
力
な
基
盤
を
有
し
て
い
た

J

P
は
、
老
齢
(
当
時
七
二
歳

γ
病
弱
の
身
で
あ
っ
た
、
が
、
そ
の
不
正
に
対

す
る
戦
闘
性
と
個
人
的
な
廉
潔
さ
で
全
イ
ン
ド
的
な
評
判
を
得
て
い
た
。

J

P
が
指
導
を
引
き
受
け
る
と
数
週
間
以
内
に
、
ビ
ハ
l
ル
の
全
て
の
大
学
・

(
日
)

中
心
都
市
で
学
生
・
人
民
闘
争
委
員
会
(
の

E
e
z
k
g
'
v
s
h
E
2
F

LE苦叫
H
R
M
)

が
組
織
さ
れ
た
。
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J
P
は
三
月
二

O
日
に
ガ
フ

1
ル
(
〉
庄
口
一
。

rrc吋
)
州
政
府
の
辞
職

金
要
求
し
、
そ
の
一
一
一
日
後
ビ
ハ
l
ル
の
全
域
を
閥
復
う
宮
君
主
が
突
抱
さ
れ

た
。
四
月
に
入
る
と
「
政
府
を
麻
市
押
さ
せ
る
」
ア
ジ
テ
l
シ
ョ
ン
が
始
ま

り
、
ガ
ヤ
(
の
ミ
ω
)
に
お
い
て
は
暴
動
と
な
っ
て
噴
出
し
た
。
こ
の
際
警
察

の
発
砲
で
八
名
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
憂
慮
し
た
J

P
は
、
州
議
会
の
解
散
も

妥
求
す
る
よ
う
に
伐
っ
た
。
六
月
五
日
に
は
パ
ト
ナ
で
五

0.万
人
行
進
が
行

わ
れ
、
そ
の
後
の
大
衆
集
会
で
初
め
て
、
彼
は
運
動
の
目
標
が
単
な
る
議
会

制
的
枠
組
の
外
の
「
全
面
革
命
(
信
君
主

3
a
マ
T
S」
に
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

J
P
の
指
導
し
た
運
動

(
J
P
運
動
)
は
一
九
七
四
年
の
夏
ま
で
に
は
、

ビ
ハ

l
ル
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
会
イ
ン
ド
的
な
広
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
会
議
派
の
腐
敗
へ
の
告
発
に
は
、
数
多
く
の
野
党
が
賛

意
を
表
し
た
。

J

P
に
対
す
る
中
傷
・
悪
罵
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
と

1
p

運
動
の
衝
撃
は
会
議
派
内
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
「
」
ろ
と
な
っ
た
。

方
ク

ジ
h

ラ
l
ト
で
の
屈
服
を
繰
り
返
す
ま
い
と
決
心
を
固
め
て
い
た
ガ
ン
デ
ィ



は
、
ビ
ハ

l
ル
出
身
の
ミ
シ
ュ
ラ

9
・

z・7
白
Z
E
)
鉄
道
相
の
助
言
を
受

け
て
、
州
ぷ
会
の
解
散
や
州
首
相
の
更
迭
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
J
P
運
動
は
七
四
年
中
に
六
回
の
ピ

l
ク
を
迎
え
、
一
九
七
五
年

に
入
っ
と
も
沈
静
化
の
気
配
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
窮
極
的
に
は
「
政

党
の
な
い
民
主
主
義
」
の
実
現
を
め
ざ
し
た
J

P
の
政
治
哲
学
が
、
簡
単
に

権
力
と
妥
協
す
る
可
能
性
は
少
な
い
も
の
だ
っ
た
。

一
九
七
四
年
に
起
こ
っ
た
グ
ジ
ャ
ラ

l
ト
と
ビ
ハ

l
ル
に
お
け
る
民
衆
の

蜂
起
と
運
動
は
、
普
通
の
民
衆
が
、
結
局
は
政
治
の
腐
敗
・
人
民
の
リ
コ
ー

ル
権
等
の
基
本
的
な
問
題
の
全
国
的
な
討
議
を
喚
起
し
た
と
い
う
こ
と
に
、

そ
の
意
義
を
見
出
せ
よ
う
。

1975年インド非常事態の検討付

(
1
)

イ
ン
ド
で
は
一
般
に
両
州
に
起
こ
っ
た
ア
ジ
テ
l
シ
ョ

γ
は、

J
3甘
口
一
日
間
】
円
。
同
虫
ぺ
u

と
い
う
表
現
で
一
括
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
党

派
性
に
と
ら
わ
れ
な
い
民
衆
が
、
カ

l
ス
ト
・
階
級
一
種
族
・
宗
教

エ
ス
タ
フ
け
ツ
シ
」
メ
ン
ト

の
陣
地
位
を
横
断
し
て
結
び
つ
き
、
政
治
的
経
済
的
支
配
層
に
挑
戦
す

ボ
ビ
ユ
リ
ズ
ム

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
イ
ン
ト
に
お
け
る
人
民
主
義
の
特
質

は
、
次
の
諸
点
に
表
わ
れ
る
。
①
議
会
外
的
(
ゆ
え
E
d
R
F
E
Z
l

g々
〉
で
あ
り
、
②
言
語
的
・
地
域
的
・
セ
ク
ト
的
な
利
害
を
越
え
、

③
農
村
的
で
も
あ
り
都
市
的
な
も
の
で
も
あ
り
、
④
民
衆
の
窮
乏
条

件
と
結
び
つ
い
て
、
高
官
へ
の
腐
敗
の
疑
い
が
重
要
な
運
動
の
推
進

力
と
な
る
。
⑤
抗
議
の
方
法
も
暴
力
的
・
非
暴
力
的
た
表
現
の
両
方

に
わ
た
り
多
彩
で
あ
る
。
例
え
ば
、
首
ミ
制

h
z
E
〈
マ
ハ
ト
マ
・

ガ
ン
デ
ィ
流
の
市
民
的
不
服
従
〉
、
断
食
、
宮
君
主
(
同
盟
罷
業
)
、

立
可
制
官
(
威
圧
的
包
囲
)
。
』
c
r
z
戸
巧
0
0
一子

A
H
E
l
F
L
2
5
3
1

g
q
O℃
司
自
主
D
ロ

E

F
仏
芯
一
〉
ロ
〉

E
守
的
目
白
色
町
旬
。
司
c
z
a
〉
m
T

g
t
c
E
E
の
ロ
』
民
民
自
己
切
F
2・3
h
v
Q
円
q
R
h
h
¥ミ
2
・
A
∞口

ω
(同
り
岱
}
ご
∞
吋
印
)
"
宅
・

ω
一印
lω
一目

(
2
)
L
3ミ
-
W
3・
ω一∞
lω
一
∞
・
に
よ
れ
ば
、
グ
ジ
ャ
ラ
l
ト
は
一
九
六

九
年
の
会
議
派
の
分
裂
に
よ
っ
て
、
著
し
い
政
治
的
混
乱
を
蒙
っ
た

州
の
一
つ
で
あ
る
。
同
年
か
ら
一
九
七
一
年
迄
、
グ
ジ
ャ
ラ

l
ト
は

モ
ラ
ル
ジ
・
デ
サ
イ
の
本
拠
地
と
な
っ
て
い
た
。
七
一
年
の
総
選
挙

で
ガ
ン
デ
ィ
の
会
議
派
色

S
四円虫
ω

(

岡
山
〉
)
が
優
勢
と
な
っ
た
結

果
、
右
派
会
議
派
ハ

nc口
問
耳
目
(
。
)
)
の

E
r
E
E
U自
己
内
閣
は

辞
職
に
追
い
込
ま
れ
、
大
統
領
統
治
が
課
さ
れ
た
。
一
九
七
二
年
に

実
施
さ
れ
た
州
議
会
選
挙
で
は
全
面
的
に
の

S
四円宮
ω

(

問
〉
が
勝
利

し
、
ガ
ン
デ
ィ
は
自
ら
オ
ザ
(
の
自
佐
官
B
O
N印
)
を
州
首
相
に
選

ん
だ
。こ
の
オ
ザ
州
内
閣
は
(
R
)内
の
三
人
の
派
閥
の
リ
ー
ダ
ー
円
。
E
1

5
5
r
r
E
E件
。
ァ
悶
え
ロ

rr巳
〉
合
口

-LPEEω
一の
z
o
J
を
会
白
ん
だ

も
の
て
、
二
ハ
カ
月
存
続
し
た
。
そ
の
間
急
進
的
な
経
済
立
法
に
反

対
す
る
富
俗
曲
庶
民
・
穀
物
商
人
は
、

C
-
パ
テ
ル
を
支
持
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
一
九
七
三
年
六
月
パ
テ
ル
は
つ
い
に
、
七

O
人
の
(
R
)

州
議
会
議
員
を
結
集
し
て
オ
ザ
に
反
対
す
る
意
思
を
表
明
し
、
自
ら

州
首
相
に
就
任
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

当
初
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
会
議
派
司
令
部
は
こ
の
政
変
を
黙
認
し
て
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い
た
が
、
次
第
に
非
寛
容
的
な
経
済
政
策
を
州
政
府
に
押
し
つ
け
る

よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
特
に
大
学
生
・
都
市
中
間
階
級
の
聞
で
は
グ

ジ
ャ
ラ

l
ト
治
治
に
流
布
し
て
い
た
腐
敗
に
つ
い
て
、
新
た
な
皮
相

主
義
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。

〈
3
)
叫
4

と
守
ね
た
と
誼

b
p
ハ
め
と

2
3巴
-
V
P
一l
i
s
-

一
回
三
-

(
4
)
そ
の
手
段
ば
変
化
に
富
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
即
ち
、
「
人
民
の
消
灯

令
」
、
宅
の
仙
の
憾
と
穀
物
袋
を
持
っ
た
行
列
、
沈
黙
の
行
進
、
金
属

製
の
阻
(
忌
引
に
む
を
打
ち
鳴
ら
す
こ
と
、
断
食
リ
レ
l
、
パ
ス
・
ジ

ヤ
ツ
夕
、
大
臣
の
服
を
着
せ
た
動
物
の
パ
レ
ー
ド
、
肖
像
人
形
の
焼

Z
う
ち
、
模
擬
法
廷
、
パ
テ
ル
〈
後
に
は
ガ
ン
デ
ィ
)
の
模
擬
葬

式
、
が
行
わ
れ
た

0
4
8子
。
、

2
H
J
司・

ω-
∞

(
5
)

三
月
の
第
二
週
ま
で
に
は
、
結
局
九
五
人
の
州
議
会
議
員
、
か
辞
職

し
た
。

(
6〉
E

冨
m
g
C間百三向。
2

0ロ
盲
目
丹
¥
旬
、
E
R
N
E
-
M
V内
【
河
川
一
日
(
〉
買
ニ

日∞
-
-
U〕

1hC-
古
一
吋
』
ロ
ofvLF口
ゐ
w
h
n

同J

℃・

ω
一一山・

(

7

)

グ
ジ
ャ
ラ
l
ト
に
お
け
る
民
衆
の
蜂
起
の
第
一
次
的
研
究
に
つ
い

て
は
、
の
}
回
目
的
「
認
ヨ

ω
r
m
F
念、吋}凶作

C
宮
日
mmゆ
め
口
。
ξ
m
gデ
ョ

同
2

5遺
骨

S
丸
、
と
た
た
お
同
司
2
と
い
ア
只

υωN
』

ω品
(ω
官。

g一

z
z
g
r
F
〉
口
問
・
-
旧
三
)
・

3
・一品
M
U
i
-ム
2
・
を
見
よ
。

(
8
d

一
九
六
七

l
一
九
七
一
年
の
聞
に
ピ
ハ

l
ル
は
八
つ
の
州
政
府

(
う
ち
会
議
派
に
よ
る
も
の
六
・
非
会
議
派
二
、
寿
命
四
日

l

一
O

凡
〉
、
二
問
の
大
統
領
統
治
を
経
験
し
た
。
し
か
も
そ
の
う
ち
六
人
の

州
千
円
相
は
政
府
か
ら
の
脱
党
者
で
あ
っ
て
、
典
型
的
な
脱
党
の
政
治

キ:ト1ft 

Z
D
E
5
0同
?
r
a
5ロ
〉
が
慣
習
化
し
て
い
た
。
円
『
玄
白
r
g門
-E

M

》m
L
S℃
∞
百
四
}
f

。。
F
2
3満
宮
R
W

同U
3
n
p》詰
S
S
ミ

HUS
ミ
匂
一
吋
』
町
内

、、
.Q札
2
F
向。対同町、
2
h
a
E片
岡
》
ぬ
ミ
い
官
、
え
た
"
・
2
ぎ
同
wsaw--Z雪ぐ

ロ
己
rF
・
ω・(リ
rEd《凶・

-U吋印・

(
9
〉
斉
藤
士
口
史
「
イ
ン
ド
政
権
交
代
の
思
想
的
背
景
」
朝
日
ア
ジ
ア
レ

ビ
ュ

l
一一一

O
号
(
一
九
七
七
年
六
月
〉
一
二
頁
に
よ
れ
ば
、
ナ
ラ
ヤ

ン
は
「
共
産
主
義
者
と
し
て
民
族
運
動
に
飛
び
込
ん
で
以
来
、
任
会

党
の
創
設
者
、
中
心
人
物
と
な
っ
て
政
界
の
最
有
力
者
の
一
人
と
な

っ
た
が
、
や
が
て
そ
れ
に
も
見
切
り
を
つ
け
て
、
マ
ハ
ト
マ
の
流
れ

を
く
む
万
人
救
済
の
サ

tホ
タ
ヤ
運
動
に
入
っ
た
思
想
的
遍
廃
」
を

た
ど
っ
た
人
物
で
あ
る
。
最
近
の
有
益
な
評
伝
と
し
て
、
広
〉
正

田
吉
伸
宮
町
一
臣
ユ
2
・
"
F
U
6
V
3
F
E
F
b
h
-
E匂ぬお
u

k
目
、
と
主
S
N

凶
守
旬
、
ミ

C
・0
己
E
-
〈
HEP
一句印
U

〈
自
民
口
丹

ω州凶《凶器広〈
Z
凶円四
C
F
m
F

、
・
、
・

.h
門リ
w-EQ礼
司
、
。
、
.
河
内
刊
、
。
h
r
H
S
F
X
m君
。
乙
ryω
・
{urω
ロ《円

一也吋一山

(叩
)

J

P
は
一
九
五
五
年
に
政
界
を
引
退
し
て
後
、
主
に
ビ
ハ
l
ル
州

に
お
い
て
パ

l
グ
エ
〈
〉
n
y
R
E
〈
百

o
g
∞
『
〈
と
と
共
に
土
地

獄
納
(
主
主
制
と
運
動
を
展
開
し
、
土
地
の
な
い
農
民
に
対
し
C

地
主
が
自
分
の
土
地
の
二

O
分
の
一
を
寄
贈
す
る
村
正
乱
ヨ
ト
E

i
F
%
)
の
建
設
に
従
事
し
た
。
口
町
・
、
『
・
剛
山
。
D
B
3・
9
aミ
2
5・

匂

Haw崎町民怖い官

Q
E同
町
、
H
Eぉ
h
m
w
h
h誌

hahNNじてえ柄。・『，

NWF。。札
RN沼
l

c
;宮
、
g
h
h
8
2ミ
Z
S
H送、
p
z
g
p
-
r
y
吋

r
o
B司
mD=
・
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付

(
日
)
こ
の
委
員
会
は
要
求
を
提
起
し
デ
モ
を
動
員
す
る
だ
け
で
な
く
、

ポ
ラ

γ
テ
ィ
ア
と
し
て
ソ
i
シ
ヤ
ル
・
ワ
i
ク
脅
し
、
民
衆
の
意
識

ぞ
教
育
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
た
。
巧

gι
・。

v-qp・
q
-
ω
N
一-

(
ロ
)
彼
は
「
腐
敗
」
が
イ
ン
ド
の
現
代
的
な
神
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

全
知
全
能
の
神
が
国
中
に
遍
在
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
れ
を
絶

滅
す
る
た
め
に
は
、
「
社
会
・
経
済
・
政
治
・
教
育
・
文
化
・
倫
理
会

根
源
的
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
会
め
ざ
す
全
面
革
命
」
を
、
継
続
し
て

行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。
特
に
ピ
ハ
l
ル
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
は
、
「
我
々
は
新
し
い
ピ
ハ
l
ル
を
創
進
し
よ
う
。
全

て
の
村
守
新
し
く
作
り
直
そ
う
(
弓
白
υ五
回
忌
晶
、

E
E
u、S
h
a
n

宮
、

h
g
Eミ
R
N
F
S
E
匂
s
h
H
F
)
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
た
。

Z
E
C
D

‘
忌
岱
回

g
r
p
"、・
h
v
-
H
F
内
み
ま
言
、
、
ァ
ロ
己
『
子
、
吋
}
局
窓

R
E
-
-
s

(
U
C
5
同)
E
4
0『同ロ《出
P

一回丸山・

2
v
・印〔〕
i
2
・

ア
ポ
ロ
ギ
ア

但
し
後
に
非
常
事
態
の
擁
護
論
を
書
い
た
デ
リ
!
大
学
の
ダ
ッ
ト

は
、
全
面
革
命
は
議
会
制
民
主
主
義
の
破
簡
明
で
あ
る
と
激
し
く
非
難

し、

J
P
が
以
下
の
計
画
を
立
て
た
と
言
う
。
①
学
生
に
よ
る
学
校

・
大
学
・
試
験
の
一
年
間
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
②
州
議
会
議
員
に
辞
職

セ
求
め
た
ゲ
ラ
オ

(
h
Z
E。
|
行
動
を
妨
害
す
る
こ
と
に
よ
り
圧
力

パ
ラ
レ
ル

を
か
け
る
こ
と
て
③
州
議
会
議
員
の
社
会
的
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
④
平
行

州
議
会
の
形
成
、
⑤
政
府
の
事
務
所
の
麻
痔
、
⑥
税
金
不
払
い
キ
ャ

γ
ベ

l
ン
、
⑦
裁
判
所
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
、
⑧
平
行
政
府
・
平
行
裁
判

所
の
創
設
、
⑨
運
動
支
持
を
求
め
た
軍
隊
・
警
察
・
公
務
員
へ
の
ア

ピ
ー
ル
。
〈
-Hν

・
0
口
2
・
E

同
」
克
明
言
内
『
岡
市
=
口
可
百
円
=
門
口
白
一
一
∞
ω
n
r
l

1975年インド非常事態の検討

四円。戸
5
L
S
ι

同耐え

FCEr--w
与
え
ぬ
誌
匂
号
、
e
a
u
J
U
内
〈
同
二
日
〈
匂
巾
口

一回ーコ山)"甘-一一日吋・

(
門
川
)
そ
れ
は
会
議
派
と
右
派
共
産
党

(
C
P
I
)
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ

た
。
彼
ら
は
J

P
が
、
「
イ
ン
ド
に
お
い
て
勢
力
を
得
て
い
る
フ
ァ
シ

久
ト
の
活
動
的
な
代
理
人
」
で
あ
る
(
会
議
派
)
と
の
レ
ッ
テ
ル
合

貼
り
、
そ
の
運
動
は
「
権
力
掌
鐸
へ
向
う
反
動
攻
勢
を
打
ち
建
て
よ

う
と
、
現
体
制
酬
に
対
す
る
人
民
の
正
当
な
不
満
と
怒
り
会
利
用
す
る

右
翼
反
動
勢
力
の
陰
謀
の
一
部
」

(
C
P
I
)
と
の
熔
印
を
押
し
た
。

ζ
・
ζ
自白
E
-
。、・

5
・w

宅

-
a
l
g
-

し
か
し
J
P
(運
動
)
に
フ
ァ
シ
ス
ト
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と

の
馬
鹿
ら
し
さ
は
、
彼
の
次
の
よ
う
な
経
済
的
・
社
会
的
目
標
を
一

瞥
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
農
業
の
発
展
、
平
等
な
土
地
所

有
、
農
業
へ
の
適
度
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
適
用
、
家
内
農
村
工
業
の

発
展
、
政
治
的
行
政
的
な
地
方
分
権
化
.
教
育
の
エ
リ
ー
ト
主
義
的

性
格
の
改
革
、
カ
l
ス
ト
的
経
済
的
階
層
制
の
解
体
等
。
(
包
丈
よ

司・印
M
.
)

ヲ

1
ゾ

(
川
門
〉
あ
る
意
味
で
ガ
ン
デ
ィ
が
会
議
派
統
治
の
政
治
的
後
継
者
と
す
れ

ば、

J
P
は
会
議
派
の
社
会
的
伝
統
の
継
承
者
と
見
な
し
得
る
。
従

っ
て
イ
ン
ド
の
公
共
生
活
を
道
徳
的
に
改
善
せ
よ
と
い
う
彼
の
ア
ピ

ー
ル
は
、
会
議
派
内
の
一
部
の
者
の
琴
線
に
触
れ
た
。
一
九
六
二
年

に
会
議
派
内
の
「
社
会
主
義
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
か
ら
生
ま
れ
た
C
F
S

A

(
の
C
口開門
2
m
司

0
2
5
F
H
ω
R
E
-
-
a
〉
♀

5
ロ
)
は
、
そ
の
内
部

で
更
に
親
C
P
I
派
と
育
年
派

(
J
P
E
口
問
吋
ミ
}
内
田
)
に
分
裂
し
た

北法28(2・129)379



料

(
一
九
七
二
年
〉
が
、
後
者
は
か
つ
て
の
プ
ラ
ジ
ャ
社
会
党
員
で
構

成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
(
民
・
。
}
回
目
仏
門
白

m
m
r
z
p
p
p
Eロ

u
r
R
F
阿ハユ凹

r
g
民
自
ゲ

H
N
g
d
U
Eロ
等
)
は
J
P
に
同
情
的
で

あ
っ
た
。
民

R
E
R
r
-
R富
田
・
。

s
L
r
F
J
H
ι
1
3
E・
3
3・

-OM-

-

{

〕

ω
・二九千・

彼
ら
は
チ
ャ

γ
ド
ラ
セ
カ
ー
ル
の
自
宅
で
茶
会
を
開
き
(
七
四
年

一
一
月
、
四
五
人
の
会
議
派
国
会
議
員
が
参
加
〉
、

J

P
の
要
求
は
会

議
派
選
挙
綱
領
を
換
言
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、

J
P
と
対
話
す
べ
き

で
あ
る
と
提
言
し
た
。
し
か
し
こ
の
動
き
は
ガ
ン
デ
ィ
の
逆
鱗
に
触

れ
て
、
モ

l
ハ
ン
・
ダ

1
リ
ア
は
連
邦
内
閣
か
ら
追
放
さ
れ
た
二
九

七
五
年
三
月
二
日
)
。
ダ
l
リ
ア
は
そ
の
二
日
後
国
会
で
、
「
腐
敗
が
保

護
さ
れ
正
直
さ
が
処
罰
さ
れ
た
」
と
の
非
痛
な
声
明
を
発
表
し
た
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
会
議
派
が
党
規
の
-
線
中
」
越
え
非
寛
容
へ
と

足
を
踏
み
入
れ
た
と
の
印
象
を
与
え
た
。

HNEHgr
。・、

H，z
r日・

志
、
叶
}
高
司
凶
件
。
。
『
同
ロ
仏
3
・ω同V
R
E
m
E
g
gミ
ロ
。
5
2
5円アョ

HVおた
b.円

入山」
Q
b帆
2
・
念
日
同

(ω
ロヨ

g
q
一
回
吋
白
)
・
宅
・

Mg
白

Mg-

(
日
)
阿
君
に
お
h
.
h
門
川

S
X君
、
。

E
ミ入山
2
F
h
d
G
F
F
r・
-
吋

lMω
・

5
3・
宅
・
日

2
コlMm勾
∞
・
そ
の
う
ち
特
に
一

O
月
一
一
一
日
|
|
五
日

に
行
わ
れ
た

E
Rミ
ヘ
一
一
月
四
日
に
行
わ
れ
た
州
議
会
の
h
F
司
令
。

(
非
暴
力
的
包
囲
)
が
大
規
模
な
も
の
だ
っ
た
。

(
同
)
例
え
ば
一
九
七
五
年
三
月
六
日
(
か
つ
て
す
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ

が
悪
名
高
い
ロ

l
ラ
ッ
ト
法
に
抗
議
し
た
記
念
日
)
に
J

P
は
、
ニ

ュ
ー
デ
リ
ー
で
、
三

O
l五
O
万
人
が
参
加
し
た
「
国
民
大
行
進
」

資

会
指
導
し
、
。
・

ω-uzzg
〔
ロ
ク
・
サ
パ
議
長
〉
と
∞

U
-
r
E

(
ラ
ジ
ャ
・
サ
パ
|
連
邦
上
院

l
議
長
d

に
「
要
求
の
憲
章
(
口

E
T

Z
『
え

r
g
g
L印
)
」
を
提
出
し
た
。
こ
の
憲
章
は
J
P
運
動
の
総

決
算
と
も
一
言
う
べ
き
も
の
で
、
次
の
諸
点
を
要
求
し
て
い
た
。
①
ピ

ハ
l
ル
、
グ
ジ
ャ
ラ
l
ト
で
早
急
に
選
挙
を
行
う
。
②
非
常
事
態

(
一
九
七
一
年
以
来
の
対
外
脅
威
を
理
由
と
し
た
も
の

l
筆
者
注
〉

-
M
I
S
A
・
D
-
R
等
、
全
て
の
制
限
的
な
法
律
を
廃
止
す
る
。

③
選
挙
管
理
委
員
会
合
改
組
し
て
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
廉
潔
な
人
と

し
増
員
も
行
う

(
J
P
は
す
で
に
〈
・

ζ
・、

H，R
E
Eゆ
を
長
と
す

る
選
挙
改
革
委
員
会
を
発
足
さ
せ
、
そ
の
報
告
・
を
得
て
い
た

!lf同

上
て
④
政
党
は
選
挙
費
用
の
報
告
書
を
必
ず
提
出
寸
る
。
ま
た
全
亡

の
公
職
保
持
者
は
、
就
任
時
及
び
そ
の
後
も
定
期
的
に
資
産
を
申
告

す
る
。
⑤
腐
敗
に
関
す
る
サ
ン
タ

l
ナ
ム
(
伊
三
宮
E
E
)
委
民
会
の

勧
告
(
一
九
六
四
年
に
内
務
省
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
た
|
同
上
)
を
早

急
に
実
施
す
る
。
州
首
相
や
首
相
な
ど
政
府
高
官
へ
の
(
腐
敗
の
)

告
発
を
審
査
す
る
権
限
を
持
つ
、
司
法
審
判
所

C
E
E
ω
ごロ
E
1

5
5・V
一
任
命
す
る
。
⑥
中
央
集
権
化
と
草
の
根
レ
ベ
ル
で
の
民
主
主

義
の
破
嬢
が
進
行
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
真
の
地
方
自
治
に

憲
法
上
の
保
障
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
吋

E
E
T
毛・

北法28(2・130)380

円む・・官官・

M
m
ム
l
l
M
m
印・

(
げ
〉
彼
は
説
得
・
非
暴
力
・
個
人
の
正
義
に
か
な
う
態
度
の
発
展
を
通

じ
て
、
マ
ハ
ト
マ
的
路
線
に
沿
っ
た
イ
ン
ド
の
再
生
を
求
め
た
。
そ

れ
は
社
会
的
悪
を
根
絶
し
、
村
落
パ

γ
チ
ヤ
ヤ
l
ト
(
こ
の
問
題
点



に
つ
主
、
森
利
一
「
第
三
世
界
の
政
治
学

l
l政
治
学
の
可
能
性
の

世
界
!
」
日
本
政
治
学
会
年
報
(
一
九
七
六
年
)
一
五

O

一五一一一

頁
の
パ
ン
チ
ャ
ヤ
l
ト
・
ラ

i
ジ
を
参
照
)
の
様
式
の
上
に
「
共
同

主
義
的
社
会
〈

S
E
E
S
-同
2
2
ω
o
n
w々
)
」
を
発
展
さ
せ
、
そ
こ

で
個
人
は
、
「
生
き
て
い
る
組
織
の
中
の
生
き
て
い
る
細
胞
の
よ
う

に
」
機
能
す
る
。
そ
し
て
つ
い
に
は
、
地
方
的
・
国
家
的
・
国
際
的

機
能
の
た
め
の
権
限
は
第
二
次
的
単
位
に
委
任
す
る
が
、
基
本
的
な

決
定
は
第
一
次
的
単
位
が
下
す
と
い
う
構
造
の
、
「
政
党
の
な
い
民
主

主
義
」
を
実
現
す
る
。
巧

g門
r
s
-
n
h
H
J
宅
-
ω

ロI
S
m
-
そ
こ

に
引
用
の
』
-

M

V

・.
p
'
W
2
5』
ご
苦
-
~
宮
、

g
n
F
C
F
Sえ
り
3
5
1

町
、
君
子
∞
o
g
g》J

〉

3
P
E
-
5
5同
出
ccvp
一
也
白
品
目
。
。

S
1

5
5
t
h
a
w
-
S誌
句
。

2
.
a
u、
お
お
丸
、
お
お
町
、
付
翁
-
可
ぬ
と
』
N
S
K
・
〈
凶
自
ロ
盟
国
-

zpgnY勺昨
E
L
U吋
0
.

も
見
よ
。

付

選
挙
違
反
事
件

1975年インド非常事態の検討

上
述
し
た
政
治
的
悪
化
に
加
え
て
ガ
ン
デ
ィ
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
た

の
は
、
一
九
七
一
年
の
ロ
ク
・
サ
パ
選
挙
の
当
時
、
ゥ
ッ
タ

l
ル
・
プ
ラ
デ

ー
シ
ュ
ヘ
U
P
〉
州
の
ラ
エ
・
パ
レ
イ
リ
イ
ハ

mm何
回

臼

吋

O
F
-
-
ち
選
挙
区
で
行

っ
た
彼
女
自
身
の
選
挙
運
動
に
関
し
て
下
さ
れ
た
、
ア
ラ
ハ
パ

l
ド

(
E
F
i

zz⑦
高
裁
判
決
と
最
高
裁
決
定
と
で
あ
っ
た
。

ア
ラ
ハ
バ
!
ド
高
裁
判
決

一
九
七
五
年
六
月
一
一
一
日
、
同
高
裁
の
シ
ン
ハ

ca
窓
会
E
F乙
ω
5
1

)
 

唱

i(
 

E
)
は
、
ガ
ン
一
ア
ィ
の
政
敵
ナ
ラ
イ
ン
〈
列
己
吋
4
2
2
=
)
が
告
発
し
て
い
た

彼
女
の
選
挙
違
反
事
件
に
つ
い
と
、
判
決
を
下
し
た
。
告
発
理
由
は
一
四
の

多
岐
に
及
ん
で
い
た
が
、
こ
の
う
ち
①
首
相
個
人
秘
書
の
カ
0

ア
ー
ル
(
ペ
g
y
l

宮
-
穴
名

5
1国
家
公
務
員
で
も
あ
る
〉
に
選
挙
運
動
を
さ
せ
た
点
、
②
U

P
州
政
府
の
公
務
員
が
首
相
の
演
説
会
場
に
、
議
壇
を
建
設
し
電
気
を
供
給

〔

2
v

し
た
点
に
つ
い
て
、
有
罪
と
し
た
。
イ
ン
ド
の
選
挙
法
の
下
で
は
、
候
補
者

の
選
挙
運
動
を
「
促
進
す
る
」
た
め
に
公
務
員
を
利
用
す
る
こ
と
は
、
「
腐
敗

行
為
(
口

2
2
1
胃

R
Z
O
)」
の
範
鳴
に
入
る
。
そ
こ
で
こ
の
二
点
に
つ
き

有
罪
を
認
め
た
シ
ン
ハ
判
事
は
一
九
五
一
年
の
国
民
代
表
法
に
従
っ
て
、
①

当
該
選
挙
を
無
効
と
し
、
②
ガ
ン
デ
ィ
の
む
こ
う
六
年
間
の
被
選
挙
権
停
止

を
決
定
し
た
。
但
し
、
ロ
グ
・
サ
パ
に
お
け
る
多
数
政
党
の
リ
ー
ダ
ー
が
首

相
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
議
院
内
閣
制
の
慣
習
か
ら
す
れ
ば
、
首
相
の
在
職

が
危
く
な
る
こ
と
を
配
慮
し
て
、
③
長
高
裁
へ
の
抗
告
の
道
を
残
す
ご

O
日

聞
の
判
決
の
執
「
江
停
止
を
認
め
た
。

(

5

)

(

6

)

 

こ
の
判
決
は
技
術
的
な
法
解
決
に
傾
き
、
少
か
ら
ず
難
点
を
含
ん
で
い

た
。
し
か
し
判
決
を
契
機
と
し
て
閣
内
の
プ
レ
ス
・
野
党
か
ら
は
首
相
を
辞

北法28(2・13])381

職
せ
よ
と
の
一
大
要
求
が
描
聞
出
し
た
。
ガ

γ
デ
ィ
は
そ
れ
合
拒
否
し
、
官
製

集
会
で
「
私
は
何
も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自
分
自
身
の
た

内

7
v

め
に
は
何
も
し
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
だ
」
と
強
気
を
示
し
た
。
そ
し
て
即
座



料

内

8
》

ハ

9
V

〔
凶
}

に
会
議
派
国
会
議
員
問
、
議
会
局
三
八
月
一
八
日
〉
、
州
首
相
、
大
衆
集
会

(
六
月
二

O
日
〉
の
支
持
金
と
り
つ
け
、
ラ

l
ム
や
チ
ヤ
ヴ
ァ
ン
ら
上
級
閣

僚
か
ら
も
保
障
を
得
て
、
六
月
二

O
日
高
名
な
弁
護
士
パ
ル
キ
ヴ
ァ
ラ

(
Z
E
M

資

可凶]}内}弘司白}白)

を
代
理
人
と
し
て
最
高
裁
に
特
別
抗
告
を
行
う
道
を
選
ん

だ
。
ガ
ン
デ
ィ
は
自
己
の
権
力
の
周
囲
に
十
分
過
ぎ
る
ほ
ど
会
議
派
を
組
織

し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
党
内
に
権
力
闘
争
を
引
き
起
こ
す
危
険
を
冒
す

こ
と
な
く
、
暫
定
首
相
を
選
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
十
分

に
理
解
し
て
い
た
。

最
高
裁
の
休
暇
判
事

(
S
E
t
s
吉
弘
問
。
)
の
イ
エ
ル
日
〈

-
m
-
F
Z
E

f
z
)
は
、
高
裁
判
決
執
行
停
止
申
立
事
件
の
審
理
を
六
月
一
一
一
一
一
日
に
開
い

た
。
パ
ル
キ
ヴ
ァ
ラ
は
、
ガ
ン
デ
ィ
の
国
会
議
員
・
首
相
在
職
を
可
能
と
す

最
内
同
裁
決
定

る
「
完
全
C
絶
対
的
な
」
執
行
停
止
を
求
め
、

ー
シ
ャ
ン

一
方
ナ
ラ
イ
ン
の
代
理
人
プ

は
一
九
五
九
年
に
遡
る
先
例
を
引
用
し

(ω
ゲ

ωロ件戸凶}凶ロ
mrmロ〉

て
、
そ
れ
に
対
抗
し
た
。
翌
二
四
日
イ
エ
ル
は
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
に
も
似
た

決
定
竺
干
し
た
。
即
ち
そ
の
内
容
は
、
本
訴
に
関
す
る
最
高
裁
の
最
終
判
決

が
確
定
す
る
ま
で
ガ
ン
デ
ィ
は
、
①
国
会
議
員
と
し
て
の
議
事
参
加
権
・
投

票
権
を
認
め
ら
れ
ず
、
②
議
員
俸
給
も
受
領
で
き
な
い
が
、
③
首
相
の
職
務

と
し
て
国
会
両
院
に
お
け
る
発
言
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
、
④
首
相
の

ハ
凶
}

報
酬
は
受
領
で
き
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
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こ
の
決
定
を
政
府
与
党
は
勝
利
と
み
な
し
、
首
相
に
対
す
る
信
任
を
再
度

表
明
し
た
。
し
か
し
大
新
聞
・
野
党
側
は
、
最
高
裁
決
定
は
条
件
付
き
で
あ

る
と
あ
く
ま
で
主
張
し
た
。
六
月
二
五
日
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
首
相
の
辞
職
を

求
め
る
大
衆
集
会
が
実
行
さ
れ
、
そ
こ
で
演
説
し
た
J

P
は
「
腐
敗
し
た
」

政
府
へ
の
忠
誠
よ
り
も
憲
法
へ
の
忠
誠
を
上
に
置
く
よ
う
に
と
、
軍
人
・
警

察
官
・
公
務
員
に
対
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
同
時
に
一
週
間
に
及
ぶ
「
全
国

的
闘
争
」
守
、
六
月
二
九
日
に
開
始
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に

対
す
る
ガ
ン
デ
ィ
の
対
応
は
、
迅
速
か
つ
劇
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
七
一
年
当
時
は
統
一
社
会
党
の
一
員
で
あ
っ
た
が
ガ
ン
デ
ィ

と
同
じ
選
挙
区
で
争
っ
て
破
れ
て
以
来
、
全
イ
ン
ド
人
民
党
戸
回

Z
1

5
5函
F
G
r
ロ
乙
)
の
一
員
と
し
て
、
ラ
ジ
ャ
・
サ
パ
議
員
に
選
出

さ
れ
て
い
た
。
白
川
口
デ
。
、
.
円
む
・
4

℃・

ω
O
ロ
D
Z
A
-

(
2
v
u
m
w口一乙円、
ω
t
p
z
H》円
-
5
0
7
向
一
巳
凹
件
。
九
切
の
B

0
・3

匂
ぬ
若
宮
ぬ
〉
ロ
0
・

石田

Son-
一

回

吋

印

)

岨

宅

-
8
1
8・

(
3
)
F
L
U
-
豆
一
口
正
ミ

c
h
F
白老

ω
E
T
a
-口0
・』
h
a
g
Q向
。
¥
同
町
ぬ
?

足。冶

h
a
g
-
U乙
E
-
Y向白ロ
ω
m
2
0『同》ロ
r
r
g
E
D
Z
F
一句
M

・目。口・

-
N
ω
(〕
1

2

)

(

白
)
切
℃
-
一
印
日
・

(
4
)
H
N
3
3
Zロ
g
z
oロ
o
h
F
m
P
3℃
}
巾
〉
円
件
。
『

3
2
・
月
n
・

s・

↓

B

E仏
∞
〉
・

3
ミ
・
・
同
省
・
一
A
M
-
-
一
ぉ
・
二
印
・

(
5
)

二
五
八
頁
に
及
ぶ
判
決
の
詳
細
は
、
六
月
一
一
二
日
付
の
足
立
与
E
l

勺

|

)



付

宮
、
"
吋
帆
宮
内
h
ハ
ロ
巾
}
一
戸
c
.
同
町
、
民
営
ハ
ζ
ω
毎
回
国
〆
阿
円
。
誌
。
苦
R
吋
な
z
h

(
切

9
5
E
可
)
・

C
R
Q
、
b
g
(
宮
g
n
r
g
g
H
)
の
各
紙
が
報
じ
た
。

(
6
)

第
一
に
シ
ン
ハ
は
、
ヵ
プ

i
ル
が
一
九
七
一
年
一
月
一
一
一
一
日
付
で

首
相
秘
書
を
辞
職
し
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
辞
職
は
大
統
領

が
認
証
の
署
名
を
し
た
一
月
二
五
日
ま
で
効
力
を
生
じ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
し
、
こ
の
間
彼
が
し
た
選
挙
活
動
は
違
法
で
あ
る
と
、
結
論

づ
け
た
。
第
二
に
首
相
の
安
全
・
便
宜
の
た
め
の
同
様
な
措
置
が
、

七
一
年
選
挙
の
時
に
は
他
州
に
お
い
て
も
と
ら
れ
て
い
た
。
歴
史
的

に
経
験
し
た
行
政
側
の
選
挙
七
干
渉
を
原
因
に
し
て
規
定
主
れ
た
法
一

二
三
項
の
、
ド
ラ
コ

l
流
の
厳
格
解
釈
に
は
、
確
か
に
問
題
が
あ

る
。
氏
-
f己
主
・
。
M
Y
門
戸
・

3
・
ω
c
i
g
-
u
c
F
毛
円

P
・

B
・
二
包

l
ご
ω
品・

ハ
7
)

叫
4
F
内
吋
民
号
、
旬
。
h
k
z
b
b
(
Z
ヨ
ミ
ロ
巾
-
r
c
・
』
戸
田
口
ぬ
-
h
ア
一
∞
吋
印
・

(
8
)

ガ
ン
デ
ィ
に
対
す
る
信
頼
を
表
明
し
、
彼
女
が
継
続
し
て
議
員
団

の
リ
ー
ダ
ー
に
留
ま
る
こ
と
は
、
国
家
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と

宣
言
し
た
。
同
町
内
言
。
君
"
・
円
同
ー
な
S
F
P
Z
一
回
-
z
a
-

(
9〉
議
会
局
も
同
様
な
決
議
を
し
た
。
吋
ど
吋
〈
若
宮
。
h
p
b
p
T
Z

-u.一也、可印・

(
叩
)
カ
ン
デ
ィ
が
辞
職
す
れ
ば
、
全
国
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
州
レ
ベ
ル

で
も
不
安
定
の
条
件
が
生
じ
る
と
宣
言
し
た
。
同
町
2
5
苦
吟
叫
〈
章
、
h
w

』
ロ
ロ
O
M
-
-
一
回
吋
印
・

ハ
日
〉
パ
ル
キ
ヴ
ァ
ラ
は
当
時
、
イ
ン
ド
法
曹
協
会
会
長
と
い
う
要
職
に

い
た
。
そ
の
後
非
常
事
態
が
布
告
さ
れ
る
と
、
ガ
ン
デ
ィ
の
行
っ
た

1975年インド非常事態の検討

逮
捕
・
検
問
を
厳
し
く
非
難
し
て
代
理
人
を
辞
し
、
ア
メ
リ
カ
に
政

治
亡
命
し
た
(
七
六
年
)
。
河
与
2
2
t
百
E

F

ρ

2

5
仏
国

ν
c
E
E
l

s
-
の
巳
凹
町
田
一
〉
=
〉
自
2
m
g
。
与
え
手
何
回
出
島
E
H
h
め
聞
と
ω
官
庁
E
d

句
。
窓
口
江
巳
列
。
一
0
・
w
u
h
た
お
お
句
史
、
。
3
J
Mぐ
同
一
回
(
ω
巾
℃
・

-
U
寸由一)・

司司・白∞∞
l
s∞山口・

(
ロ
)
H
N
k
r
R
L
F
司
R
F
E
句
C

一
互
の
と
の
ユ
巴
ω
山
口
同
ロ
岳
山

L
U吋印・
3

k

由
2
号
制

-凶ミ
4
3
J
U内
〈
ニ
一
(
Z
D
〈
・
一
回
吋
印
)
・
司
・
一
C
O
N
・

(
ほ
〉
イ
エ
ル
は
一
九
七
三
年
に
ガ
ン
デ
ィ
に
よ
っ
て
最
高
裁
判
事
に
任

命
さ
れ
た
が
、
そ
の
当
時
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
ガ
ン
デ
ィ
寄
り
だ
と

の
批
判
を
受
け
た
。
元
来
は
、
第
一
次
ケ
一
フ
ラ
共
産
党
州
政
府
の
法

務
・
内
務
・
潜
務
相
を
勤
め
た
〈
一
九
五
七
|
五
九
年
〉
人
物
で
あ

っ
た
。
国
記
グ
。
h
y
町
民
H
J
匂
・
ω
o
=
o
g
-
-

ハM門
)
H
M
R
F
。
、
・
円
む
よ
累
y
-
o
o
ω
!
ム
0
0
ム・

(
日
)
判
決
の
テ
キ
ス
ト
は
町
営
S
F
F
Z
M
印
-
z
a
・
を
見
よ
。

(
w
m
)
Z
2
2
5
0
司
ω
-
s
o
p
よ
口
門
-
5
5
一
u
a
H
U
0
5
2
3
口
句
吉
開
l

己
e
m
p
-
-
与
え
お
お
匂
s
d
h
w
-
y
u
X
〈
H
H
M
(
問
。
r
・
一
回
吋
白
)
・
官
-
u
u
・

(
げ
)
巧
・
巴
・
宮
D
E
T
』
G
E
m
-
毛
-
h
と
J
司
・
ム
印
吋
・

四

グ
ジ
ャ
ラ
l
ト
州
議
会
選
挙
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ア
ラ
ハ
バ

l
ド
高
裁
判
決
に
始
ま
る
危
機
に
先
立
つ
六
月
八
日
と
一
一
日

に
、
グ
ジ
ャ
ラ

I
ト
で
は
州
議
会
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
既
に
三
月
に
J
P

運
動
に
触
発
さ
れ
た
グ
ジ
ャ
ラ
l
ト
人
た
ち
は
、
人
民
闘
争
委
員
会
ハ
h
a

'
m
g
h
E
Z
E
'
m
輔
君
主
)
・
そ
結
成
し
て
い
た
。
諸
野
党
も
ま
た
州
議
会
選
挙



料

の
実
施
を
要
求
す
る
計
画
に
着
手
し
て
、

L
S
S
を
支
持
す
る
に
至
っ
て
い

た
。
四
月
に
入
る
と
グ
ジ
ヤ
ラ
l
ト
政
治
の
実
力
者
モ
ラ
ル
ジ
・
デ
サ
イ

資

一
年
前
と
は
違
っ
て
今
度
は
選
挙
の
実
施
を
要
求
し
て
、
死
に
至
る
ま

1う2で
の
断
食
た
始
め
た
。
こ
れ
か
)
見
た

L
S
S
は
、
会
議
派
に
対
抗
す
る
た

め
の
共
同
戦
線
を
結
成
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
こ
の
提
案
を
野
党
会
議
派

(の
C
ロ四月明
ω
〈
O
)
)

と
ジ
ャ

γ
・
サ

γ
党
が
受
け
入
れ
、
こ
こ
に
主
要
た
諸

野
党
が
一
つ
と
な
っ
て
人
民
戦
線

(
F
E
E
ζ
2与
と
が
誕
生
し
た
。

連
邦
政
府
は
再
び
デ
サ
イ
の
圧
力
に
抗
し
き
れ
な
く
な
り
、
州
議
選
の
実

施
を
認
め
た
。
グ
ジ
ャ
ラ
i
ト
会
議
派
の
選
挙
運
動
を
直
接
指
導
し
た
の

は
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
会
議
派
最
高
司
令
部
と
ガ
ン
デ
ィ
自
身
で
あ
っ
た
。

ガ
ン
デ
ィ
は
こ
の
選
挙
に
自
ら
の
威
信
を
か
け
て
、

一
一
日
間
に
わ
た
っ

C

州
を
訪
れ
、

一
一
九
の
集
会
で
演
説
し
た
。
彼
女
は
「
安
定
し
た
」
政
府
と

中
央
・
州
問
の
調
和
合
維
持
寸
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
た
二
方
人
民
戦

線
側
は
、
選
挙
運
動
の
全
期
聞
を
通
じ
て
民
主
主
義
の
問
題
守
強
調
し
た
。

会
議
派
支
配
を
腐
敗
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
、
「
こ
の
州
で
人
民
戦
線
が
勝
利

ク
リ
ー
ン

す
れ
ば
、
全
国
的
に
清
潔
な
政
府
や
一
実
現
す
る
展
望
が
開
け
る
」
戸
デ
サ

f
)

(
3
v
 

と
力
説
し
た
。

選
挙
結
果
は
六
月
一
一
一
一
日
に
判
明
し
た
。
会
議
派
は
四
一
%
の
投
票
を
得

た
も
の
の
、

一
八
一
議
席
の
う
ち
七
五
を
獲
得
し
た
に
印
刷
ま
っ
た
。
人
民
戦

一
線
は
三
八
%
の
得
票
率
な
が
ら
、
会
議
派
よ
り
も
一
一
多
い
議
席
を
獲
得
し

た
。
人
民
戦
線
は
単
独
過
半
数
に
到
達
し
な
か
っ
た
が
、
一
二
議
席
を
占
め

た
K
M
L
P
の
支
持
を
得
て
、
直
ち
に

B
・
パ
テ
ル

(
F
E
r
r
-
F
E
)

を
首
班
と
す
る
州
政
府
守
形
成
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
都
市
中
間
階
層
・

学
生
・
富
裕
農
民
が
会
議
派
か
ら
離
反
し
、
そ
れ
が
人
民
戦
線
の
勝
利
を
も

た
ら
す
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

会
議
派
の
得
た
四
一
%
の
支
持
は
過
去
と
比
べ
て
も
そ
う
悪
い
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
九
六
七
年
選
挙
で
は
四
六
%
)
。
ま
た
八
カ
月
以
内
に
予
定
さ

れ
て
い
た
総
選
挙
で
、
も
う
一
度
勝
利
者
と
し
て
受
場
す
る
チ
ャ
ン
ス
も
な

い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
グ
ジ
ヤ
ラ

1
ト
選
挙
に
全
力
投
球
し
て
破

れ
た
ガ
ン
デ
ィ
は
、
こ
こ
か
ら
ま
る
で
反
対
の
悲
観
的
な
結
論
を
引
き
出
し

て
し
ま
っ
た
。

ハ
1
)

の
7Edω
「
苫
-Bω}gy--HYめ
-
U
吋
印
。
ロ
守

H
a
〉

mm2HHrf
開

Hon-

E
S
S
H
E
2
1
k
f
E冶
匂

R
3同
-
y
u
M〈
同
一

ω
(忌
R-
一回吋白)・

同

)MYN吋
-
N吋
N・

(
2
)

人
民
戦
線
を
構
成
し
た
の
は
、

n
g
q
g
ω
(
O〉
・
守
口

ω
g
m
y

回
目
岡
山

H
m
s
d
F
c
r
ロω](切
戸
。

γ
同

N
B
Eュ
ヨ
去
と
品
。
。
吋

F
Z
E

(
河
沼

3
・
ω
R
E
E
Fユ
可
の
各
党
で
あ
る
。
但
し
、

c
・
パ
テ
ル

が
州
首
相
を
辞
職
し
た
後
に
、
反
党
活
動
を
理
由
に
し
て
会
議
派
を

除
名
さ
れ
た
た
め
自
ら
組
織
し
た
政
党

E
Eコ
玄
白
E
S
H
F
c
r

北法28(2・134)384



3
g
r
p
(穴
宮
口
》
)
は
、
左
右
両
派
共
庭
党
と
同
じ
く
人
民
戦
線
か

ら
排
除
さ
れ
た
。
グ
ジ
ャ
ラ

1
ト
で
は
政
党
間
の
提
携
は
事
新
し
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
今
回
成
立
し
た
も
の
は
共
同
で
談
会
局
を

設
置
し
て
統
一
候
補
者
を
決
定
し
た
と
い
う
点
に
於
て
、
従
来
の
も

の
よ
り
一
歩
進
ん
で
い
た
。
i

『念、

J
3・
日
芯
ー
ミ
ω
・

(
3
)
L
S
H
.人
よ

宅
-

M

三
l
N
a
-

(
4
)

一
九
七
二
年
州
議
選
と
の
比
較
は
次
の
通
り
。

付

1972 1975 

政 党|議席|得票率|議席|得票率

Congress 140 51 75 ~1 
Congress (0) 16 24 56* 24 
Swatantra 2 
KMLpa 12 11 
BLDa 2氷

Jan Sangh 3 9 18* 9 
SociaJist 2* 
Communist 

諸 派

無所属 8 12 

100 

1975年インド非常事態の検討

(
5
)
 
L

『
守
宮
同
・
・
官
同
】
-

M
吋
吋
!
l
M

∞M

非
常
事
態
の
発
動

初
期
の
強
権
措
置

a 1974年創設
bうち 7人は JanataMorchaによって
支持された

水JanataMorchaの構成党派
〔出兵) Ibid.， p. 276 TABLE 2. 

六
月
二
六
日
早
朝
主
要
な
政
党
指
導
者
を
逮
桁
ず
る
と
同
時
に
、
ガ
γ
デ

ィ
は
憲
法
三
五
二
条
に
基
づ
く
国
家
非
常
事
態
が
布
告
さ
れ
た
こ
と
を
と
一

(
2
V
 

H
E
E
H
N
邑
5

で
発
表
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
以
下
の
諸
措
置
が
、
矢
継
早

に
実
行
さ
れ
た
。

三
五
二
条
が
発
動
さ
れ
る
と
自
動
的
に
、
憲
法
一
九
条
で
保
障
さ
れ
て
い

基
本
的
人
権
の
停
止

る
言
論
・
表
現
の
自
由
、
集
会
・
結
社
の
自
由
、
居
住
・
移
転
の
自
由
、
財

産
を
取
得
・
保
有
・
処
分
す
る
自
由
、
職
業
選
択
の
自
由
が
停
止
さ
れ
む

ま
た
同
様
に
憲
法
第
三
編
の
規
定
に
基
づ
く
権
利
(
基
本
的
人
権
)
の
行
使

(
4
)
 

に
関
す
る
裁
判
請
求
権
も
一
停
止
さ
れ
た
。
従
っ
て
法
の
前
の
平
等
(
一
四
条
)
、

法
定
手
続
の
保
障
(
一
二
条
)
、

一
定
の
場
合
の
逮
捕
拘
禁
に
対
す
る
保
護

(
一
一
一
一
条
)
に
関
す
る
司
法
救
済
の
権
利
が
、
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

内
ノ
“非

常
事
態
宣
言
の
二
日
後
新
た
に
シ
ュ
ク
ラ
(
〈

-n・
ωEEω
〉
が
情
報
相

に
就
任
し
て
、
厳
格
な
検
問
制
が
敷
か
れ
た
。
こ
れ
に
反
対
し
て
活
動
し
た

〔

6
〉

著
名
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
逮
捕
さ
れ
、
外
国
人
特
派
員
に
対
す
る
規
制
、

円

6
〉

国
外
追
放
も
相
次
い
だ
。
七
月
一
一
二
日
に
は
非
常
に
包
括
的
・
制
限
的
な
内

ハ
7
〉

容
の
「
報
道
機
関
へ
の
指
針
」
ハ
の
己
《
笠
宮

g
p片
手
σ
p
g
m」
が
発
表
さ

れ
、
政
府
に
と
っ
て
不
利
な
報
道
は
完
全
に
禁
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

厳
格
々
検
閲
制

北法28(2・135)385



料

(3) 

二

0
項
目
計
闘

~ 

カ
ン
デ
ィ
首
相
は
七
月
一
日
に
、
経
済
的
・
社
会
的
改
革
を
め
ざ
す
た
め

ハ
8
u

の
「
二

0
項
目
」
計
画

(
E
N
O
l
F
E
Z
-
u
H
J
a
E
B
)
を
発
表
し
た
。
こ
の

計
画
に
は
、
以
前
に
発
表
さ
れ
た
ま
ま
実
施
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
プ
ラ

ン
の
峰
山
長
直
し
に
過
ぎ
な
い
項
目
も
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
ガ
ン
デ
ィ

(
政
府
〉
は
「
二

O
項
川
」
が
、
経
済
的
回
復
と
確
信
の
時
代
の
到
来
を
告

げ
る
も
の
だ
と
、
大
い
に
喧
伝
す
る
の
に
努
め
た
。

(4) 

過
激
党
派
の
禁
止

七
月
四
日
に
は
四
つ
の
比
較
的
大
き
な
政
治
的
・
宗
教
的
・
革
命
的
な
組

織
と
、
そ
れ
と
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
二
二
の
集
団
が
、
政
府
に
よ
っ
て
非
合

(
9
v
 

法
化
さ
れ
た
。
即
ち
そ
れ
ら
は
、
①
〉

E
a
z民
間
(
永
遠
の
至
福
の
意
、

ヒ
ン
ド
ゥ
l
の
宗
教
的
セ
ク
ト
)
②

p
m
E
5
d
ω
耳
ω
苫
ヨ
自

grω
包括
r

(
国
民
奉
仕
刷
の
北
岡
山
、
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
党
と
提
携
し
て
い
る
戦
闘
的
行
動
集
団
)

③
毛
沢
東
主
義
の
革
命
的
ナ
ク
サ
ラ
イ
ト
④

V
B
E仲
l
q』
Z
E】
M
I
T
E
~
え

(
正
統
的
な
ム
ス
リ
ム
政
党
〉
で
あ
っ
た
。

(5) 

国
内
治
安
維
持
法
の
改
正

国

内

治

安

維

持

法

は

非

常

事

態

以

後

二

回

改

正

さ

れ

〈

M
V
た
。
ま
ず
六
月
二
九
日
大
統
領
命
令
に
よ
っ
て
、
被
拘
禁
者
に
逮
捕
の
理
由

を
告
知
す
る
と
の
当
局
の
義
務
が
削
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
政
府
は
最
大

(
M
I
S
A
)
 

限
一
年
間
、
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
あ
ら
ゆ
る
人
を
逮
捕
・
拘
禁

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
い
で
七
月
二
九
日
に
は
国
会
に
よ
っ
て
、
外
国

人
止
を
も
含
め
た
被
拘
禁
者
の
自
然
法
上
・
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
人
身
の
自
由
を

剥
奪
す
る
改
正
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
二
回
の
改
正
の
結
果
以
前
に
存
在
し
て

い
た
一
定
の
歯
止
め
は
消
滅
し
、

M
I
S
A
は
民
衆
の
郊
圧
に
猛
威
を
援
う

よ
う
に
な
っ
た
。

(6) 

非
常
事
態
の
承
認

七
月
二
一
日
か
ら
八
月
七
日
ま
で
聞
か
れ
た
モ
ン
ス
ー
ン
脳
会
は
、

の
憲
法
改
正
法
案
を
含
む
二
五
の
法
案
を
可
決
し
、
「
非
常
事
態
体
制
の
ん
い
割
以

化
を
手
続
商
か
ら
も
完
了
」
さ
せ
た
。
こ
の
な
か
で
非
常
事
態
令
自
体
も
、

召
集
後
四
八
時
間
以
内
の
う
ち
に
、
圧
倒
的
な
賛
成
〈
ラ
ジ
ヤ
・
サ
パ
で
は

(
H
)
 

一
一
一
一
六
対
三
三
、
ロ
ク
・
サ
パ
で
は
三
三
六
対
五
九
)
で
、
承
認
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
容
易
に
示
認
決
議
が
成
立
し
た
の
は
、
国
会
議
員
も
投
獄
さ
れ

A
M
V
 

る
恐
怖
か
ら
免
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
報
道
の
事
前
検
閲
制

に
よ
っ
て
、
国
会
内
の
少
数
野
党
と
院
外
の
公
衆
と
の
間
の
連
絡
経
路
は
た

ち
切
ら
れ
て
お
り
、
七
月
一
一
一
一
一
日
に
承
認
に
抗
議
し
て

C
P
ー
を
除
く
全
野

党
が
退
場
し
た
こ
と
も
、
報
道
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

f、

、】ノ

議
派ガ
をン
問デ
わィ
ずに
根反
こ対
そし
さて
逮 i':
掃と
さ政
ナマ β旦，

Tこち
リ
そ!
の々
中)
Iこ』工
t土、

H 左
同派
γ 右
百派
勾 A

;It法28(2・136)386
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付

苫
P
ζ
2
R
K
U虫
色

-HNと

Zωz-zu

。ED
L
2
2
r
z
p
H
N
P
E

U
E
P
〉

S
E
ζ
与
p
n
z
s
z
ω
E
m
}戸
(
二
人
と
も
か
つ
て
の
会

議
派
党
員

)
-
Vヨ
ミ
の

z
E
(ジ
ヤ
ン
・
サ
ン
党
総
裁
)
‘
宍
戸
沼
ω
i

F
E
ヱジ
γ
ン
・
サ
ン
党
機
関
紙
ミ
ミ
と
之

S
札
の
編
集
長

)
hニc
c

ζ
c
L可
(
ス
ワ
ク
ン
ト
ラ
党
前
リ
ー
ダ
ー
)
等
が
含
ま
れ
て
い
た
。

公
式
発
表
は
六
七
九
人
が
逮
捕
さ
れ
た
と
述
べ
た
。
同
町
2
2ミ円

叫

4
5
2・
』
ロ
コ
命
日
吋
w

一回目・

(
2
〉
そ
の
大
要
は
次
の
通
う
。
「
大
統
領
は
非
常
事
態
を
布
行
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
恐
慌
を
起
こ
す
に
は
あ
た
ら
な
い
こ
と
で
す
0

・:・・あ

ら
ゆ
る
方
法
ぐ
私
に
対
し
て
虚
偽
の
主
張
が
浴
び
せ
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
イ
ン
ド
の
人
民
は
私
企
子
供
の
時
か
ら
知
っ
て
い
ま
す
。
私
の

八
七
て
の
作
涯
は
わ
が
人
民
に
奉
仕
す
る
た
め
で
し
た
。
こ
れ
は
個
人

的
な
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
首
相
に
留
ま
る
か
一
介
か
は
信
一
要

な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
首
相
と
い
う
制
度
は
攻
要
な
も
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
汚
そ
う
と
す
る
政
治
的
試
み
は
、
同
家
の
民
主

主
義
の
利
益
に
か
な
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
長
い
岡
田

最
大
限
の
忍
耐
を
も
っ
て
.
事
態
の
展
開
を
見
守
っ
て
主
ま
し
た
。

今
や
正
常
た
機
能
を
粉
砕
し
よ
う
と
の
意
図
の
下
、
分
間
的
に
法
と

秩
序
に
挑
戦
し
て
い
る
新
た
な
計
画
が
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
知

っ
て
お
り
ま
す
。
国
の
安
全
が
危
険
に
晒
さ
れ
て
も
そ
れ
な
許
容
し

傍
観
し
て
い
る
な
ら
ば
、
一
体
政
府
と
し
て
は
果
し
て
そ
の
名
に
値

す
る
側
値
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
:
:
:
国
内
の
諸
条
件
が
急
速
に

良
く
な
り
で
き
る
限
り
早
く
こ
の
布
告
た
解
消
で
き
る
よ
う
に
な
る

1975年インド非常事態の検討

と
、
私
は
確
信
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
符
様
に
対
し
て
、
こ
れ
か
ら

先
の

H
々
も
協
力
と
信
頼
な
続
続
し
て
下
さ
る
よ
う
訴
え
ま
す
o
」

H
E出
足
弓
2
2・
V

ハ
コ
〉
」
=
ぞ

P
一
白

3
・

(
3
)

憲
法
三
五
八
条
。

(
4
〕
憲
法
三
五
九
条
一
項
。

(
5
)

』誌に民「白沼町
h

円、、
.2旬
の
編
集
長
ナ
ヤ
ー
ル
(
貝

z
E℃
v
h
a
R
~
は

そ
の
一
例
で
あ
っ
た

o
E
F
ζ
・
円
む
J
-
6・
5
g
i
g
s
-

(
6
)

世
界
週
報
(
一
九
七
五
年
九
月
九
日
号
)
一
一
一
一
一
良
。

(

7

)

こ
れ
に
よ
り
、
①
政
府
声
明
以
外
の
国
会
審
議
、
②
裁
判
行
・
弁

護
士
の
名
前
と
主
文
を
除
い
た
裁
判
所
の
判
決
、
③
被
拘
禁
者
の
拘

禁
の
場
所
と
名
前
、
心
}
騒
乱
や
暴
力
的
事
件
、
③
「
文
脈
か
ら
逸
脱

し
、
誤
り
導
く
こ
と
を
意
図
し
あ
る
い
は
主
曲
さ
れ
た
印
象
そ
伝
え

よ
う
と
す
る
」
引
用
(
例
え
ば
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
、
ネ
ル

i
、

タ
ブ
ー
ル
の
演
説
の
引
用
可
制
政
府
に
対
す
る
憎
悪
・
軽
蔑
の
念
を

抱
か
せ
る
全
て
の
も
の
、
に
関
ず
る
報
道
が
祭
止
さ
れ
た
。
同
口
門
巾
円
l

s
t
c
E
-
の
0
5
5
E
m
F
C口

C『

]
C
ユω仲
間

頃

叫

d
M
M
A

司
河
内
で
た
電
w
Z
0
・

5

(
U
2
}
U
3
)
、
苦
-
m
f
lプ

(
8
)
叫
4
F
内
吋
な
詩
句
。
」
可

H
R
N
E
(
Z
2々
口
氏

r
M
Y
』ロマ

N、
一
回
吋
印
・
の

報
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
。
①
生
活
必
需
品

の
価
格
を
引
き
下
げ
る
措
置
を
継
続
す
る
。
そ
の
生
定
・
調
達
・
分

配
を
能
率
化
す
る
。
政
府
経
費
は
厳
し
く
節
約
す
る
。
②
農
業
用
地

保
有
最
高
限
度
を
実
施
し
、
余
剰
地
は
迅
速
に
分
配
す
る
。
土
地
台

帳
λrm
整
備
す
る
。
③
土
地
を
持
た
な
い
弱
者
層
の
た
め
の
七
地
供
給

~ti');28(2 ・ 137)387



本}

を
促
進
す
る
。
④
担
保
付
き
労
働

(
Z
E
a
z
r
c
cる
を
違
法
と

宣
言
す
る
。
⑤
農
村
負
債
を
一
掃
す
る
た
め
に
、
土
地
の
無
い
労
働

者
・
小
農
・
職
人
の
負
債
に
は
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
立
法
令
一
行
う
。
⑥
最

低
農
業
賃
金
に
関
す
る
法
律
を
再
検
討
す
る
。
⑦
五
O
O万
ヘ
ク
タ

ー
ル
以
上
の
土
地
を
纏
概
化
し
、
地
下
水
利
用
の
た
め
の
全
国
的
な

計
画
全
立
て
る
。
③
動
力
憎
加
計
闘
を
立
て
、
中
央
直
幣
の
超
熱
量

墓
地
を
建
設
す
る
。
⑨
手
織
機
部
門
の
発
展
の
た
め
に
新
た
な
-
計
画

を
作
成
す
る
。
⑩
民
衆
の
衣
服
の
質
と
供
給
会
改
善
す
る
。
⑪
都
市

の
土
地
、
都
市
化
さ
せ
る
土
地
の
社
会
化
・
を
行
う
。
休
閑
地
の
所
有

・
占
有
に
関
す
る
最
高
限
度
、
新
し
い
居
住
単
位
の
建
築
用
敷
地
に

関
す
る
最
高
限
度
を
設
定
す
る
。
⑫
人
目
に
つ
く
建
物
に
は
価
格
査

定
員
を
派
遣
し
、
脱
税
を
防
止
す
る
。
⑬
密
輸
業
者
の
財
産
没
収
の

た
め
に
特
別
立
法
そ
制
定
す
る
。
⑬
投
資
手
続
を
自
由
化
し
、
輸
入

ラ
イ
セ
ン
ス
の
乱
用
に
対
す
る
措
置
を
行
う
。
⑮
工
場
労
働
者
の
組

合
の
た
め
に
新
た
な
計
画
を
立
て
る
。
⑮
道
路
輸
送
の
た
め
の
全
国

的
な
認
可
計
画
を
立
て
る
。
⑫
中
産
階
級
に
対
す
る
所
得
税
を
軽
減

し
、
免
税
限
度
交
八
千
ル
ピ

l
に
引
き
上
げ
る
。
⑬
寮
の
学
生
の
た

め
の
生
活
必
需
品
の
価
格
を
統
制
す
る
。
⑬
書
籍
・
文
一
房
具
も
統
制

価
格
に
す
る
。
③
一
雇
用
を
拡
大
し
、
特
に
弱
者
層
を
訓
練
す
る
新
た

な
実
習
計
画
を
立
て
る
。

同
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0
2
・
一
回
豆

γ
署
-
5
1
5
・

資

ハ
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)

ハ叩〉
(
什
)

(
ロ
)
例
え
ば
、
高
尾
栄
司
「
イ
ン
ド
の
変
貌
1

ジ
ャ
ナ
タ
党
の
勝
利
」

現
代
の
限
(
一
九
七
七
年
七
月
円
勺
)
一
五
九
j

二
ハ

O
頁
を
見
よ
。

(
日
)
佐
藤
宏
「
一
九
七

0
年
代
イ
ン
ド
の
憲
法
状
況
(
日
)
|
国
家
と
人

権
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
ア
ジ
ア
経
済
一
六
巻
一

O
号
(
一
九
七
五
年

一
O
月
)
六
一
頁
。

(
川
門
)
非
常
事
態
の
布
告
は
、
二
カ
月
以
内
に
国
会
の
両
議
院
の
決
議
に

よ
り
承
認
す
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
三
五
二
条
二
項
刷
。

(
日
)
六
カ
月
後
に
投
獄
中
の
国
会
議
員
は
、
三
二
人
を
数
え
て
レ
た
。

C
N
h
b、
丸

3
p
]岱円
M

m
・
-
U〕

1m-

(
刊
悶
)
国
民
デ
。
、
・

2
H
J
3・
Z
1
5
・
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憲
法
改
正

木
項
で
検
討
す
る
憲
法
改
正
は
、

を
実
現
し
た
も
の
で
あ
り
、

一
貫
し
て
執
行
部
権
限
の
大
幅
な
強
化

一
年
半
後
に
成
立
し
五
九
条
項
に
も
わ
た
っ
て

憲
法
の
基
本
構
造
を
根
本
的
に
変
更
さ
せ
た
、
第
四
四
次
憲
法
改
正
の
先
触

れ
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

)
 
-(
 
第
三
八
次
氏
U
(
七
月
一
一
一
一
一
日
下
院
、
七
月
二
四
日
上
院
)

-

f

可
決
、
八
月
一
日
大
統
領
認
】
証
」

一
二
三
、
二
二
二
、
二
三
九
B
条
の
改
正

① 憲
法
一
二
三
条
は
大
統
領
に
対
し
て
、
国
会
閉
会
中
に
即
時
的
措
置
を
必

要
と
す
る
事
態
が
存
在
す
る
と
認
め
る
時
は
、
そ
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め

(
2
)
 

に
必
要
な
政
令
ハ
O
丘
5
5
2」
公
布
権
か
-
与
え
て
い
る
。
同
様
な
権
限
、
が



州
に
お
い
て
は
州
知
事
に
(
一
二
三
条
)
、
述
邦
直
轄
領
に
お
い
て
は
施
政
官

(
〉
仏

B
Z許
可
ω
仲
良
)

に
与
え
ら
れ
て
い
る
(
一
一
一
一
一
九
B
条
)
。
こ
れ
に
対
し

て
、
大
統
領
等
の
政
令
を
必
要
と
す
る
事
態
が
存
在
す
る
と
「
認
め
る
判
断

官
民
主

ωaFS)」
が
主
観
的
な
判
断
で
足
り
る
か
ど
う
か
を
論
点
と
す
る
、

い
く
つ
か
の
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
判
断
を
最
終
的

か
っ
決
定
的
な
も
の
と
し
.
司
法
審
査
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る

改
正
が
な
さ
れ
た
(
各
条
に
第
四
項
を
追
加
ゴ

② 

五
二
、
三
六

O
条
の
改
正

三
五
二
条
は
、
戦
争
・
外
患
叉
は
内
乱
に
よ
り
、
イ
ン
ド
叉
は
そ
の
領
域
の

い
ず
れ
か
の
部
分
の
安
令
が
脅
か
さ
れ
る
と
大
統
領
が
「
認
め
る
」
同
に
非
常

事
態
の
布
告
が
}
発
す
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
六
刀
二
六

日
に
発
せ
ら
れ
た
布
告
の
有
効
性
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
令
状
請
求
訴
訟
が

付

提
起
さ
れ
、
ま
た
一
九
七
一
年
の
宣
言
が
継
続
し
て
い
る
の
に
そ
れ
に
重
ね

1975年インド非常事態の検討

て
宣
言
を
行
う
こ
と
の
問
題
性
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
三
五
二
条
に
は
新
た
に
、

す
そ
に
存
在
し
て
お
り
施
行
中
の
布
告
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
統
領
、
か

別
の
理
由
に
基
づ
い
て
章
ね
て
布
告
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
、

第
四
項
が
追
加
さ
れ
た
。
更
に
大
統
領
の
判
断
は
最
終
的
か
つ
決
定
的
な
も

の
で
司
法
審
査
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
(
第
五
項
凶
て
宣
言
自
体
と
宣
言
の

継
続
的
施
行
に
関
す
る
有
効
性
も
対
象
外
の
も
の
と
さ
れ
た
(
同
項
削
)
。
財

政
上
の
非
常
事
態
を
定
め
た
三
六

O
条

V
、
同
様
に
大
統
領
の
判
断
と
宣
言

自
体
の
有
効
性
に
関
す
る
司
法
判
断
を
、
剥
奪
ナ
る
改
圧
が
な
さ
れ
た
(
五

項
削
似
の
新
設
)
。

③
三
五
六
条
の
改
正

三
五
六
条
は
州
の
大
統
領
統
、
治
の
根
拠
規
定
で
あ
る
が
、
従
来
も
非
会
議

派
州
政
府
に
干
渉
ナ
る
場
介
の
、
中
央
政
府
の
強
力
な
武
器
と
な
っ
て
い

た
。
本
条
も
ま
た
、
州
統
治
の
女
憲
的
運
用
不
能
の
事
態
が
生
じ
た
と
大
統

領
が
「
認
め
る
」
時
に
発
動
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
大
統
領
判

断
も
改
正
に
よ
り
、
裁
判
所
の
雰
丘
外
と
さ
れ
た
へ
五
項
の
新
設
)
。

一
二
五
九
条
の
改
正

④ 非
常
事
態
布
告
の
施
行
中
に
大
統
領
は
命
令

(
c
a
R
)
に
よ
っ
て
、
憲
法

第
三
一
編
の
基
本
的
人
権
の
行
使
に
関
す
る
裁
判
読
求
絡
を
停
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
戸
三
五
九
条
一
項
)
。
一
方
三
五
八
条
は
同
様
な
場
介
に
、

一
九
条

(
自
由
権
)
に
つ
い
て
そ
れ
と
抵
触
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
立
法
・
行
政
行

(
6
)
 

為
も
国
家
、
が
な
し
う
る
と
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
い
わ
ば
三
五
八
条
の
内
容

を
三
五
九
条
の
中
に
移
入
す
る
こ
と
全
試
み
て
、
三
五
九
条
に
一

A
項
党
新

設
し

一
項
に
基
づ
い
て
大
統
領
命
令
が
山
さ
れ
た
時
に
そ
の
命
令
に
よ
っ

て
司
法
救
済
が
停
止
さ
れ
た
基
本
権
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
抵
触
す
る
い
か

な
る
立
法
・
行
政
行
為
を
も
国
家
が
な
し
う
る
も
の
と
し
た
。

;It法28(2・139)389
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こ
の
よ
う
に
第
三
八
次
憲
法
改
正
は
非
常
事
態
規
定
全
般
と
政
令
公
布
権

に
つ
い
て
大
幅
な
改
正
を
な
し
、
結
局
大
統
領
と
知
事
を
助
言
す
る
首
相
の

権
限
を
、
強
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

資

ω
泊
三
九
次
札
口

~(m旬
同
一

ar畑
一
齢
む
蹴
)
〈
7
』

本
改
正
は
八
川
五
日
に
下
院
で
成
立
し
た
選
挙
諸
法
(
改
克
)
、
法
案
と
密

接
に
関
係
し
て
い
る
。

七
一
条
の
改
正

窓
法
七
一
条
は
、
大
統
領
又
は
副
大
統
領
の
選
挙
に
関
し
て
生
ず
る
疑
義

及
び
紛
争
は
最
高
裁
判
所
、
が
審
査
・
決
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
決
定
は
最

終
的
で
あ
り
、
更
に
こ
れ
ら
の
選
挙
に
関
ナ
る
事
項
は
国
会
が
法
律
で
定
め

る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
七
一
条
は
改
正
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
全
く

新
た
な
条
文
に
変
え
ち
れ
た
。
即
ち
こ
れ
ら
の
選
挙
に
関
し
て
生
ず
る
疑
義

及
び
紛
争
は
、
国
会
制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
機
関

(
E
F
E
々
ミ

宮
内
凶
ち
が
審
究
・
決
定
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
国
会
制
定
法
の
有

効
性
と
機
関
の
決
定
は
、
い
か
な
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
問
わ
れ
る
こ
と
は

① 
な
い
と
規
定
さ
れ
た
こ
l
l
四
項
)
。

三
二
九
A
条
の
新
設

本
改
正
の
真
の
日
的
は
、
首
相
と
下
院
議
長
の
選
挙
に
関
す
る
特
別
規
定

を
設
け
て
、
カ
ン
デ
ィ
を
有
罪
と
し
た
高
裁
判
決
を
無
効
化
す
る
こ
と
に
あ

② 

っ
た
。
従
来
首
相
・
下
院
議
長
の
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
、
憲
法
で
は
な
く

一
九
五
一
年
国
民
代
表
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
、
同
者
に
対
す
る
選
挙
訴
訟

の
第
一
次
管
綜
権
は
高
等
裁
判
所
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
新
設
の
三
二
九
A
条

は
、
首
相
・
下
院
議
長
の
選
挙
は
国
会
制
定
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
険
関

(
2
5
2
-
q
2
r丘
三
に
よ
る
以
外
は
審
奈
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま

た
こ
れ
ら
の
選
挙
の
疑
義
及
び
紛
争
に
関
す
る
全
て
の
事
項
は
国
会
制
定
法

~ヒ11;28(2・140)390

が
定
め
る
も
の
と
し
た
(
一
項
〉
。
ま
た
v

」
の
制
定
法
の
有
効
性
と
機
関
の
決

定
は
い
か
な
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
も
問
わ
れ
ず
(
二
項
)
、
本
改
正
前
に
民
起

さ
れ
て
い
た
首
相
・
下
院
議
長
に
対
す
る
選
挙
請
願
は
無
効
と
さ
れ
た
ハ
三

項
)
。
更
に
選
挙
請
願
に
関
す
る
改
正
前
の
国
会
制
定
訟
が
、
選
挙
に
関
し
て

適
用
さ
れ
あ
る
レ
は
適
用
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
当
該
訟
の

下
で
改
正
前
に
無
効
と
宣
言
さ
れ
得
た
あ
る
い
は
笠
一
一
忘
さ
れ
た
こ
と
を
期
山

に
、
当
該
選
挙
は
無
効
あ
る
い
は
無
効
で
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
な
い
。
改
正

前
の
裁
判
所
命
令
が
当
該
選
挙
を
た
と
え
無
効
と
宣
言
し
た
と
し
て
も
、
選

挙
の
有
効
性
は
持
続
し
、
他
方
政
判
所
命
令
は
常
に
無
効
と
見
な
さ
れ
る
と

さ
れ
た
(
四
項
)
。
そ
し
て
上
告
審
も
同
じ
原
則
に
従
っ
て
処
理
さ
れ
(
五
項
)
、

本
条
の
規
定
は
こ
の
憲
法
に
含
ま
れ
る
他
条
項
に
か
か
わ
り
な
く
有
効
で
あ

る
(
六
項
〉
こ
と
も
、
定
め
ら
れ
た
。

③ 

憲
法
第
九
付
則
の
追
加



(
8〉

一
九
五
一
年
の
第
一
次
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
一
一
一
一

B
条
と
同

時
に
、
新
た
に
付
加
さ
れ
た
の
が
憲
法
第
九
付
別
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
第
九

付
則
の
山
中
に
は
た
び
重
な
る
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、
一
連
の
土
地
改
革
立
法

(
9
}
 

や
国
有
化
立
法
、
が
組
み
込
ま
れ
て
き
た
。
第
三
九
次
憲
法
改
正
は
こ
れ
に
加

え
て
、
従
米
の
第
九
付
則
の
一
内
容
と
は
お
よ
そ
関
係
の
な
い
諸
法
規
(
同
じ

国
会
で
改
正
さ
れ
た
ば
か
り
の

M
I
S
A
、
選
挙
改
正
法
世
一
ご
を
も
本
付
則

に
編
入
し
(
八
七

l
一
二
四
項
)
、
三
二

B
条
の
適
用
範
関
内
の
も
の
と
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
法
規
を
基
本
権
規
定
の
制
約
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
実

現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

付

こ
の
第
三
九
次
憲
法
改
正
は
「
特
定
の
個
人
合
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な

い
」
と
の
ゴ
カ
l
レ
(
の

G
r
z
r〉
法
相
の
言
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
一
一
一
一

九
A
条
の
新
設
に
典
型
的
に
見
ら
れ
た
如
く
、
そ
の
狙
い
は
カ
ン
デ
ィ
の
選

挙
違
反
事
件
か
ら
の
救
済
に
あ
っ
た
。
「
敬
度
な
ヒ

γ
ド
ゥ

l
教
徒
は
、
翌
な

1975~イ γ ド非常事態の検討

る
川
ガ
ン
ジ
ス
の
流
れ
に
身
を
浸
し
て
過
去
の
罪
を
あ
が
な
う
。
ガ
ン
デ
ィ

女
史
は
、
従
順
な
る
与
党
会
議
派
議
員
の
投
票
を
利
用
し
て
、
選
挙
違
反
に

〈
日
)

問
わ
れ
た
身
を
清
め
る
」
と
の
批
評
も
故
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る。
(
1
)

第
三
八
次
改
正
法
の

o
ε
R雪
印

邑

m
E
S
E
-
吋

2
同
に
つ
い

て
は
、
、
。
ミ
d
n
N
向
。
」
可
。
。
誌
句
H
m
H
N
h
r
。
更
に
ぬ
芯
弘
、
ぬ
と
芯
ヨ
2
a
a
、υ、

匂
宮
内
山
町
、
ア
ロ
ハ

-M
ハ〉

Y
F
-
i
p
z
s吋印〉・

3
M
g
I
N
S・

(
2
)

そ
の
問
題
点
に
つ
き
、
拙
稿
「
イ
ン
ド
連
邦
執
行
部
の
構
造
」
北

大
法
学
論
集
二
七
巻
二
号
(
一
九
七
六
年
〉
二
八
八
頁
を
見
よ
。

(

3

)

同
右
二
九

O
頁
注

(
9
)を
参
照
。

(
4〉
大
統
領
統
治
の
問
題
点
・
諸
事
例
に
つ
き
、
同
右
三

O
二

l
一一一一

九
頁
を
見
よ
。

(
5
)
本
稿
三
の
一
の

ω「
基
本
的
人
権
の
停
止
」
を
参
照
。

(
6
)

第
一
一
一
九
次
改
正
法
の

or守口同
ω
宮
内
凶
同

2
8
E
4
斗

2
丹
に
つ
い

て
は
、

Z
K
V
3
5常一・

3
・
M

∞∞

INS-

〈
7
)
佐
藤
公
・
三
の
一
注
〈
門
川
)
論
文
六
二
頁
に
よ
れ
ば
、
ガ

γ
デ
ィ
の

選
挙
違
反
事
件
で
出
さ
れ
た
論
点
に
沿
っ
て
候
補
者
に
有
利
な
改
正

を
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
な
改
正
点
は
違
反
に
よ
る
失
格
は
自
動
的

と
せ
ず
、
大
統
領
が
選
挙
管
理
委
員
会
の
助
言
に
よ
っ
て
決
定
す
る
、

候
補
者
と
し
て
認
定
さ
れ
る
時
期
は
立
候
補
の
青
山
士
心
を
表
明
し
た
時

点
と
し
、
個
々
の
ケ
i
ス
に
つ
い
て
裁
判
所
が
決
定
す
る
等
に
及
ん

だ

〔

8
)
第
九
付
則
に
規
定
す
る
法
律
及
び
規
則
叉
は
そ
の
規
定
が
憲
法
第

三
一
縞
基
本
的
人
権
と
両
立
せ
ず
、
そ
の
権
利
を
除
去
し
若
し
く
は
制

限
す
る
と
い
う
理
由
で
、
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
回
け
か
h

定
め

た。

ハ
9
)
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第
一
次
改
正
で
一
l
l

ご
二
、
第
四
次
(
一
九
五
四
年
)
で
一
四
i

二
O
、
第
一
七
次
ハ
一
九
六
四
年
)
で
二
一

l
六
回
、
第
二
九
次

(
一
九
七
二
年
)
で
六
五

l
六
六
、
第
三
四
次
二
九
七
四
年
)
で



本}

六
七
i
八
六
項
目
に
及
ぶ
法
律
・
規
則
が
追
加
さ
れ
た
。
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f
〈
芹
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り
弘
ω・

(
叩
)
世
界
選
報
こ
九
七
五
年
八
月
二
六
日
号
)
九
頁
。

(
け
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引
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、
色
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E
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芯
町
内
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き
呂

Ew
〉
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一
一
山
・
一
回
吋
印
・
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